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午前１０時００分 開会   

 

◎開会・開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、令和３

年第７回美幌町議会定例会を開会します。 

これから、本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、４番髙橋秀明さん、５番木

村利昭さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 会期の

決定についてを議題とします。 

去る９月７日に、議会運営委員会を開き

ましたので、委員長から報告を求めます。 

１３番馬場博美さん。 

○１３番（馬場博美君）〔登壇〕 令和３

年第７回美幌町議会定例会の開会に当た

り、去る９月７日及び本日開会前に議会運

営委員会を開催しましたので、その内容と

結果について報告いたします。 

本定例会に付議された案件は、専決処分

の承認１件、人事案件２件、議案９件、決

算認定８件、意見書案５件、報告事項６件

ほかであります。 

本日９月１４日、第１日目は、まず初め

に、町長から行政報告を受けます。 

その後、一般質問に入りますが、通告順

に、木村利昭さん、伊藤伸司さん、松浦和

浩さん、戸澤義典さんの４名を予定してお

ります。 

第２日目、９月１５日は、前日に引き続

き一般質問を行い、藤原公一さん、私、馬

場博美、上杉晃央さん、坂田美栄子さん、

稲垣淳一さんの５名を予定しています。 

第３日目、９月１６日は、前日に引き続

き一般質問を行い、大江道男さんの１名を

予定しています。 

その後、議案審議へと入り、承認第１２

号専決処分の承認についてから認定第８号

令和２年度美幌町病院事業会計決算認定に

ついてまでを審議します。 

令和２年度各会計決算認定については、

一般会計等及び企業会計の決算審査特別委

員会をそれぞれ設置し、閉会中の継続審査

とします。 

その後、意見書案の審議、報告案件など

を予定しています。 

次に、本定例会において、意見書の提出

を求める要請・陳情を９件受理しておりま

すので、その取扱いについて報告いたしま

す。 

ゆきとどいた教育をすすめる北海道連絡

会からの特別支援学校の実効ある設置基準

の策定及び特別支援学級の学級編制標準の

改善を求める意見書採択の陳情、北海道医

療労働組合連合会からの安全・安心の医

療・介護の実現と国民のいのちと健康を守

るための意見書採択の陳情、北海道町村議

会議長会からのコロナ禍による厳しい財政

状況に対処し地方税財源の充実を求める意

見書提出の要請、国土強靱化に資する社会

資本整備等に関する意見書提出の要請、美

幌町農民同盟からのコロナ禍における農畜

産物の消費拡大及び高温・干ばつによる農

作物被害対策を求める意見書採択の陳情に

ついては、意見書を作成し、国等の関係機

関へ提出することといたします。 

なお、新しい提案実行委員会及び全国青

年司法書士協議会からの辺野古新基地建設

の中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移

転について国民的議論を行い、憲法に基づ

き公正かつ民主的に解決するべきとする意

見書の採択を求める陳情、ゆきとどいた教

育をすすめる北海道連絡会からの国の責任
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による２０人学級を展望した少人数学級の

さらなる前進を求める意見書採択の陳情、

大学生等への給付奨学金制度の拡充を求め

る意見書採択の陳情、北海道商工団体連合

会、農民運動北海道連合会及び新日本婦人

の会北海道本部からの適格請求書等保存方

式（インボイス制度）の導入中止を求める

意見書採択の陳情については、資料配付の

措置といたしました。 

以上のとおり審議を進めることとし、会

期を本日９月１４日から９月１６日までの

３日間といたします。 

なお、審議の進行状況によっては、日程

を変更する場合もありますので、議員及び

行政職員各位におかれましては、御理解と

御協力をお願いいたします。 

議員各位は、さきに質問した議員との重

複質問を避け、簡潔な発言に努め、慎重な

る審議に皆さんの協力をお願いするととも

に、行政職員の皆さんには、真摯な答弁と

対応を申し上げて、議会運営委員会委員長

としての報告といたします。 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

ただいま、議会運営委員会委員長から報

告のあったとおり、本定例会の会期を、本

日から９月１６日までの３日間としたいと

思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、会期は、本日から９月１６

日までの３日間と決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（遠國 求君） 諸般の報告を

申し上げます。 

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については省略させていただきま

す。 

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましても、印

刷したものを配付しておりますので、御了

承願います。 

なお、松本選挙管理委員会委員長、千葉

農業委員会会長、所用のため明日以降欠席

の旨、それぞれ届出がありました。 

また、本定例会中、議会広報及び町広報

用のため、写真撮影を行いますので、御了

承願います。 

なお、報道機関の写真撮影及びパソコン

の使用を許可しておりますので、併せて御

承知おき願います。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 行政報告 

○議長（大原 昇君） 日程第３ 行政報

告について。 

町長から行政報告があります。 

町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 本日、こ

こに令和３年第７回美幌町議会定例会が開

催されるに当たり、御出席を賜りました議

員各位に対しまして、心から感謝いたしま

すとともに、行政報告と提出案件の概要に

ついて御説明申し上げます。 

行政報告といたしましては、第１に御寄

附についてであります。 

去る７月、置戸町にお住まいの溝井弘一

様から、叔母夫婦が生前美幌町にお世話に

なったお礼として、お２人の御遺志に沿う

形で、農業振興と文化振興に役立てていた

だきたいと、１,０００万円の御寄附をいた

だいたところであります。 

御厚志をありがたくお受けし、御趣旨に

沿って活用してまいりたいと存じます。 

第２に東京２０２０パラリンピックでの

久保恒造選手の競技結果についてでありま

す。 

去る８月２７日、東京都で開催されまし
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た陸上競技、男子車椅子５,０００メートル

競技において、久保選手は、世界の強豪に

果敢に挑むも惜しくも決勝進出とはなりま

せんでしたが、日本の第一人者として、夏

冬合わせて４大会出場の偉業を果たし、豊

富な練習量と不屈の精神で最後まで諦める

ことなく、すばらしい活躍ぶりを見せてく

れました。 

このたびの出場は、久保選手の並々なら

ぬ努力と、それを支えられた日立ソリュー

ションズ様や関係諸団体、そして御家族の

御尽力のたまものであり、心より敬意を表

する次第であります。 

この輝かしい勇姿は、多くの町民の皆さ

んに勇気と感動を、子供たちに夢と希望を

与えていただき、美幌町からパラリンピッ

クの日本代表選手を輩出できましたこと

は、何よりも町にとって大変名誉なことで

あります。 

今後とも、久保選手におかれましては、

世界の舞台でのさらなる御活躍を心から御

期待申し上げ、東京２０２０パラリンピッ

ク競技結果の報告といたします。 

第３に新型コロナウイルスワクチン接種

についてであります。 

本町におきましては、１日でも早い接種

完了を目指し、個別接種、集団接種とも

に、１日の接種枠を最大限増やすなどによ

り、これまで進めて来ているところであり

ます。 

ワクチン接種に当たっては、美幌医師会

をはじめとし、従事いただく医療関係者の

皆様方に感謝いたしますとともに、ワクチ

ン接種に対し御理解と御協力をいただいて

おります町民の皆様に、改めて感謝を申し

上げる次第であります。 

これまでの接種終了者及び接種率につき

ましては、８月２９日現在で、１回目接種

終了者は１万２,２９９人、接種率６９.

４％、２回目接種終了者は９,４８６人、接

種率５３.６％であります。 

なお、今後接種予定の９月末までの予約

者を加算すると、１回目接種終了者１万３,

９４２人、接種率７８.７％、２回目接種終

了者は１万３,２９４人、接種率７５.１％

となる見込みであります。 

９月末までに一定の接種完了が見込まれ

ることから、今後は接種体制の規模を縮小

して実施する予定としております。 

１０月につきましては、個別接種を国保

病院において実施し、集団接種をしゃきっ

とプラザにおいて毎週日曜日の午前に実施

することといたします。また、１１月以降

につきましては、国保病院による個別接種

のみの実施とする予定であります。 

ワクチン接種につきましては、あくまで

も任意でありますが、国において感染症の

発症を予防する高い効果があるとの知見が

示されておりますことから、感染拡大を防

止する有効な手段になるものと考えており

ます。 

今後におきましても、町民への接種勧奨

を行うとともに、希望される方ができる限

り早期に接種できるよう、引き続き美幌医

師会をはじめ、各方面の皆様との連携と情

報共有を図りながら、スムーズなワクチン

接種の実施に向け取り組んでまいる所存で

あります。 

第４に美幌駐屯地における主要部隊の改

編及び廃止についてであります。 

防衛省は８月３１日、２０２２年度予算

の概算要求を発表いたしましたが、陸上自

衛隊の体制の整備に関わって、美幌に駐屯

する部隊の改編及び廃止を行う予定である

旨、美幌駐屯地の所在する本町に対し説明

資料の送付があったところであります。 

具体的には、第５旅団隷下の第６普通科

連隊を第６即応機動連帯（仮称）へ改編、

約３００人増とする一方で、第１特科群隷

下の第１０１特科大隊を廃止、約２７０人

減とする予定であり、部隊改編等に伴い、

美幌駐屯地の定員は令和３年度末の約９３

０人から、令和４年度からは約９８０人に

なる予定との内容であります。 
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現中期防衛力整備計画、令和元年度から

令和５年度におきましては、各種事態に即

応し、実効的かつ機動的に抑止及び対処し

得るよう、陸上自衛隊の１個師団及び２個

旅団について、高い機動力や警戒監視能力

を備え、機動運用を基本とする１個機動師

団及び２個機動旅団に改編することが示さ

れております。 

このため、第５旅団が第５機動旅団へ改

編され、第５旅団管内の普通科３個連隊の

うち、いずれかの部隊が即応機動連隊に改

編されることから、町内の関係団体及び隊

区内２市８町の総意の下、美幌に駐屯する

第６普通科連隊を即応機動連隊に改編し、

増強を図られるよう、陳情活動を進めてま

いりました。 

陸上自衛隊の体制の整備が正式に決まる

時期はまだ先になるものと考えております

が、先般示された防衛省の２０２２年度予

算の概算要求に係る説明資料は、本町をは

じめ、隊区内２市８町の意向に沿った内容

であり、これまでの陳情活動が評価・反映

されたものと受け止めております。 

それぞれの立場から、私たちの活動をお

支えいただいた全ての方々に深く感謝申し

上げます。 

地域とともに歩んできた第１０１特科大

隊の廃止は大変残念なことではあります

が、現隊員及び御家族の不安を解消し、部

隊の廃止の影響を最小限に止めるために

も、関係者には特段の御配意を求めてまい

りたいと存じます。 

今後につきましても、部隊の改編等が円

滑に進むよう、関係団体と連携の上、側面

からの協力支援に努めるとともに、引き続

き、美幌駐屯地の充実と強化に向けた活動

を推進してまいりますので、よろしくお願

い申し上げます。 

第５に公立高等学校配置計画による美幌

高等学校の農業科再編についてでありま

す。 

去る６月１日に、北海道教育委員会から

公立高等学校配置計画案が公表された後、

７月２０日に道教委主催の第２回公立高等

学校配置計画地域別検討協議会、オホーツ

ク中学区が開催され、該当市町長を含む関

係者に対して計画案の内容が説明されまし

た。 

また、本町では、８月２０日に道教委と

のオンラインによる地域説明会を開催し、

改めて道教委の考え方を確認したところで

ありますが、美幌高校は農業科への入学者

が、これまでも定員を大きく下回る状況が

続き、今後も中学校卒業者数の減少により

入学者の増加が見込めないことを理由とし

て、恒常的に欠員の多い農業科２学級を１

学級に再編した上で、普通科を含めた学校

全体の魅力を向上させるという説明がされ

たところであります。 

今回、９月７日に計画案のとおり、令和

５年度に農業科が１学級削減された正式な

内容が示されたところでありますが、町内

中学校卒業者の進路動向などから、農業科

再編はやむを得ないものとして受け止めざ

るを得ません。 

しかしながら、本計画が発展的な再編に

つながるよう、道教委に対しては、生徒を

取り巻く教育環境が決して悪化することな

く、学校設置者の責任において、高校を維

持していくこと、魅力化に係る様々な取組

が着実に進められることを強く要望してま

いります。 

今後におきましても、出生者数の減少な

どから、依然として生徒募集活動は厳しい

状況にありますが、令和４年度募集に向け

て、本定例会に高校支援の経費を予算措置

するなど、これまで以上に生徒募集に向け

た取組を強化する考えであります。 

引き続き、美幌高校並びに美幌高等学校

教育振興対策協議会と連携したオール美幌

体制により、生徒募集活動を充実させ、町

内外から一人でも多くの入学者を確保でき

るよう、町も全力で取り組んでまいります

ので、議員各位の御理解と御協力を賜りま
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すようよろしくお願いいたします。 

次に、御提案いたします議案等について

御説明を申し上げます。 

専決処分の承認について。 

承認第１２号令和３年度美幌町一般会計

補正予算（第６号）については、美幌峠牧

場牛舎前のり面崩壊による応急修繕及び町

有林作業用油圧ショベル修繕のため急を要

したことから、専決処分をいたしましたの

で、御承認を賜りたいのであります。 

人事案件について。 

同意第５号美幌町職員懲戒審査委員会委

員の任命については、本町職員懲戒審査委

員会委員森一也氏、久山祥子氏、小室保男

氏が９月２９日をもって任期満了となるこ

とから、地方自治法施行規程第１６条第５

項に基づき、引き続き、森一也氏、久山祥

子氏、小室保男氏を任命いたしたく、御同

意を賜りたいのであります。 

諮問第２号人権擁護委員候補者の推薦に

ついては、長岡敬幸氏が１２月３１日をも

って任期満了となることから、人権擁護委

員法第６条第３項に基づき、引き続き、長

岡敬幸氏を推薦いたしたく、御意見を賜り

たいのであります。 

過疎地域持続的発展市町村計画の策定に

ついて。 

議案第５６号は、令和３年４月に過疎地

域の持続的発展の支援に関する特別措置法

が施行されたことに伴い、令和３年３月末

で期限を迎えた旧過疎計画に替わり、新た

に令和３年度から令和７年度の５か年を計

画期間とする美幌町過疎地域持続的発展市

町村計画を策定しようとするものでありま

す。 

条例の改正について。 

議案第５７号美幌町情報公開条例の一部

を改正する条例制定については、オホーツ

ク町村公平委員会において、同委員会が管

理する公文書に係る情報公開関係規定の整

備を行うことに伴い、その権限に属する事

務の管理及び執行に関する法律の適用につ

いては、それぞれの団体のものが適用され

ることから、条例上の実施機関に公平委員

会を追加する改正を行おうとするものであ

ります。 

議案第５８号美幌町個人情報保護条例の

一部を改正する条例制定について、議案第

５９号美幌町特定個人情報保護条例の一部

を改正する条例制定については、オホーツ

ク町村公平委員会において、同委員会が管

理する公文書に係る情報公開関係規定の整

備を行うことに伴い、その権限に属する事

務の管理及び執行に関する法律の適用につ

いては、それぞれの団体のものが適用され

ることから、条例上の実施機関に公平委員

会を追加する改正を行うほか、個人情報の

保護に関する法律等の一部改正に伴う所要

の改正を行おうとするものであります。 

議案第６０号美幌町ゆうあいセンター条

例の一部を改正する条例制定については、

ゆうあいセンターの移転に伴い、位置の改

正を行おうとするものであります。 

議案第６１号美幌町過疎地域における固

定資産税の課税免除に関する条例の制定に

ついては、令和３年４月に過疎地域の持続

的発展の支援に関する特別措置法が施行さ

れたことに伴い、製造業など法で定める業

種の用に供する設備の取得等に対し、固定

資産税の課税免除を行うことについて、必

要な事項を定める条例の制定を行おうとす

るものであります。 

令和３年度各会計補正予算について。 

一般会計については、新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し

た事業として４,６７０万９,０００円を、

ふるさと寄附金に係る関連経費として５,０

００万円を、一般廃棄物中間処理施設広域

化検討業務委託料として７６万３,０００円

などの増額をはじめ、事務事業の確定に伴

う整理、地方債の変更などを行おうとする

ものであります。 

国民健康保険特別会計については、過年

度国民健康保険給付費等返還金の増額を、
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介護保険特別会計については、過年度介護

給付費返還金などの増額を、それぞれ行お

うとするものであります。 

決算認定について。 

令和２年度一般会計、特別会計及び企業

会計の全会計について、監査委員による決

算審査が終了いたしましたので、議会の認

定を賜りたいのであります。 

報告事項について。 

報告第１０号健全化判断比率について

は、地方公共団体の財政の健全化に関する

法律第３条第１項の規定に基づき、監査委

員の意見を付して報告いたします。 

報告第１１号資金不足比率については、

地方公共団体の財政の健全化に関する法律

第２２条第１項の規定に基づき、監査委員

の意見を付して報告いたします。 

報告第１２号放棄した債権の報告につい

ては、美幌町債権管理条例第７条第２項の

規定に基づき、報告いたします。 

なお、細部につきましては、後ほどそれ

ぞれ御説明申し上げますので、御審議の

上、原案に御協賛を賜りますようお願い申

し上げまして、行政報告と提出案件の概要

説明といたします。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（大原 昇君） ただいまの行政報

告、美幌駐屯地における主要部隊の改編及

び廃止について及び公立高等学校配置計画

による美幌高等学校の農業科再編について

の質疑を許します。 

質疑は、１人３回までといたします。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これで、行政報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 一般質問 

○議長（大原 昇君） 日程第４ 一般質

問を行います。 

通告順により発言を許します。 

５番木村利昭さん。 

○５番（木村利昭君）〔登壇〕 それで

は、私からは人口減少対策について質問を

させていただきたいと思います。 

働き手・子育て世代が輝くまちづくりに

ついて。 

美幌町の人口は昭和６０年をピークに減

少傾向に転じ、当時最大でおよそ２万７,０

００人いた人口は現在ではおよそ１万８,０

００人まで減少しております。 

その人口減少の中で１番の問題は、少子

高齢化であります。美幌町の高齢化率、老

齢人口割合はおよそ３６％（令和２年３月

現在）と決して低くなく、人口総数の減少

と比例するように生産年齢人口も減少して

いき、第２期美幌町まち・ひと・しごと創

生総合戦略記載のデータによると、令和２

２年には生産年齢人口と老齢人口がほぼ同

数になると示されているところです。 

美幌町は、一次産業を筆頭に様々な業種

の企業が多数存在しています。それにより

町内での雇用も生まれることで、経済基盤

や生活基盤も整い、美幌町の魅力でもある

暮らしやすいまちが形成されていると思っ

ております。 

しかし、生産年齢人口でもある就労人口

が減少することで担い手不足が生じ、その

結果、企業も減少、生活基盤を支える小売

店や飲食店等にも影響することが考えられ

ます。そうなることで美幌町の魅力、暮ら

しやすさも崩れてしまいかねません。 

つまり、生産年齢人口でもあり、子供を

産み育てる世代、働き手・子育て世代の減

少を抑制する施策は美幌町にとって急務で

あると考えます。 

そこで、移住定住施策の美幌町における

重要度について、そして、今後も働き手・

子育て世代が元気で輝くための施策につい

て、町長の考えをお尋ねします。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 木村議員
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の御質問に答弁いたします。 

人口減少対策についてですが、少子高齢

化に伴う人口減少は、日本全体の課題であ

り、本町においても、昭和６０年国勢調査

の２万６,６８６人をピークに人口は減少を

続けており、人口減少によって、税収減に

伴う財政への影響、労働力不足による地域

産業への影響、コミュニティー機能の低下

による町民生活への影響などが懸念されて

います。 

本町では、地方創生及び人口減少対策と

して、早期に、かつ長期的な視点で施策を

実施する必要があることから、平成２７年

度に美幌町まち・ひと・しごと創生総合戦

略を策定し、その後、令和２年３月に新た

な５年間の計画である第２期美幌町まち・

ひと・しごと創生総合戦略を策定して、総

合的な施策を展開しております。 

特に、転出超過が顕著な２０歳代から４

０歳代の子育て世代を対象とした施策に重

点を置いて取り組んでおり、御質問のあり

ました移住定住施策の美幌町における重要

度につきましては、子育て世代を増やすた

めの重要な施策だと考えております。 

さらに、総合戦略は、就業の場の確保、

結婚、出産、子育ての環境づくり、暮らし

続けることのできる生活環境の確保を基本

目標としており、美幌町の未来に向けて、

活力を高め、次代につなげるまちづくりを

推進してまいりたいと考えております。 

御質問の今後も働き手・子育て世代が元

気で輝くための施策につきましては、子育

て世代に重点を置いたこの総合戦略に掲載

した施策を着実に実施し、目標を達成して

いくことにより、働き手・子育て世代の減

少を抑制できるものと考えておりますの

で、御理解を賜りますようお願いいたしま

す。 

以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） ただいま、町長か

ら御答弁いただきました。 

移住定住も重要であるとの御答弁でござ

いましたが、移住定住において、やはり仕

事はとても大切になってきます。 

その中で、このまち・ひと・しごと創生

総合戦略の施策と基本目標を拝見いたしま

したが、正直、どういった移住者を迎え入

れていきたいのかというターゲットが余り

見えていない感じがしました。 

例えば、起業する人に美幌町に来てほし

いと望むのか、それとも、就業人口とし

て、美幌町にある企業に雇用される側、サ

ラリーマンとして美幌町の雇用を担う方を

求めているのか、そういった方向性がぼや

けているような気がしました。 

そのあたりはどのように考えていらっし

ゃいますか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） ただいまの移住定

住については、仕事が重点で、その中でど

ういう方々に来ていただきたいか、定住し

てほしいかという部分が見えないという御

質問をいただきました。 

今回の第２期まち・ひと・しごと創生総

合戦略の中において、移住の促進という項

目を挙げておりまして、一つは、農業の町

でありますので新規就農者に来ていただく

ということは従来からしっかりとやってい

ますし、今後もしっかりやらなければいけ

ないと思っております。 

また、起業家支援ということで、美幌町

に来て新たなことをやっていただける方々

についても、政策的にはぜひ応援したいと

いう思いもあります。 

今回、移住定住に関してホームページを

リニューアルして、今までも一般質問等に

おいて、やはり目的を持って、介護とか、

保育士とか、町として不足している人材を

意識して求めるべきだろうという御指摘も

いただいて、それについてもしっかりやっ

ていきたいという思いでありますので、今
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回の計画においては、御指摘のとおりどう

いう方々にというのが見えづらい部分も感

じておりますので、その辺は今後どういう

方々に美幌に来てほしいということがわか

るように進めてまいりたいと思っておりま

す。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 今の町長からの御

答弁は、前向きに御検討いただけるという

ふうに受け止めたいと思います。 

その上で、新規就農者は今後の農業にお

いて大事になってくる部分でありますし、

美幌町として足りない部分を埋めてもらう

ということでの新規事業者、そういった方

を応援したいという町長の考えはわかりま

した。 

ただ、美幌町の若年層の流出を防ぐ、ま

たは移住定住を促すということを考える

と、新規の就農と新規の事業者をというだ

けでは幅が狭くなってしまうのではない

か。 

それを促すことが本当に移住定住につな

がるのか、それだけで解決できるのかとい

うところで私も考えております。 

やはり美幌町の住みやすさ、暮らしやす

さをこれからも維持していこうとすると、

今、美幌町で頑張っている企業の雇用をあ

っせんする。もちろん、自助努力で企業側

もやっていかなければならないと思うので

すが、今はそういうことを言っていられな

い時期に来ているのだろうと。令和２２年

で老齢人口と就業人口が同数になる。これ

は本当に危機だと思っております。 

まだ２０年近くあると言えば、まだまだ

あるのだと思いますが、逆にまだ２０年近

くあるからこそ、今から対策しなければな

らないと私は考えます。 

若年層の雇用創出と、まち・ひと・しご

と創生総合戦略でも基本目標４の部分に書

いてありますが、幅広く美幌町内の企業の

魅力向上、それと雇用のあっせん、企業側

の雇用の受入れ体制を整えるためのあっせ

んとか、そういった取組も必要ではないか

と思うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 移住定住で美幌町

に来られる方のパターンとして、どういう

形がいいのかというのはよく考えておりま

す。 

今、木村議員がおっしゃったように、基

本としては、御指摘いただいた暮らしやす

さとか魅力は大事なことであって、そうい

う町として美幌町に自ら来られる人たちに

は新規就農とか、起業したいというパター

ンと、もう１点おっしゃっていただいた、

きちんと企業が成り立っていて、受け皿が

しっかりあるところに入ってくるという、

大きくは二つあると思います。 

どっちがどっちという話は難しいですけ

れど、やはり両面を兼ね備えられれば１番

いいとは思っております。 

今の受け皿の部分で、商工会議所とお話

をしている中では、地元の商店でいけば、

例えば、今後、町にとって大事な商業者の

入れ替わりができるような人が来るとか、

会社においてはこういう人材が不足してい

るから来てくれませんかというものがある

と思いますし、農業でいけば、農業に関わ

ってくれる方が少ない中で、日本人だけで

はなくて、他の国からも来ていただくとい

うパターンがあるので、その辺の整理とい

うか、体系をしっかりまとめていく必要が

あるということで、重要なことをきちんと

スタッフと整理していく必要があるという

認識ではおります。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） これから迎える人

口減少の時代は、今まで誰も経験したこと

のない時代ですので、手探りでニーズを調

査しながらやっていくことが求められてく

ると思いますので、町長の苦悩も理解した

いと思います。 
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ただ、美幌町の魅力、住みやすさを形成

しているものということでいけば、同規模

の自治体から見ても美幌町は企業が元気

で、経済活動も元気というのは魅力かと思

います。 

住みながら仕事も美幌町にあるという、

これが魅力なのかなと思っておりますの

で、ぜひその魅力をもう一度町としても再

確認して、美幌町と民間企業、そして商工

会議所が一体となって、魅力をもっと高め

て発信していくチームとしてやっていくこ

とが必要だと思います。 

今はコロナ禍でなかなか難しい状況です

が、コロナ禍だからこそ地方のアドバンテ

ージが生かせるところもあると思っており

ます。 

都心部の方々から聞くと、かなり息苦し

い生活を強いられていて、それがいつまで

続くのか、通勤ラッシュだとかで本当に考

えさせられるという話を、都会で仕事をさ

れていたり、都会に住んでいる方からお話

を伺いました。 

そういった中で、美幌町の魅力は何なの

かと考えたときに、今はコロナ禍の中で、

外から人を迎え入れるのは難しい時期だと

は思うのですが、こういったときだからこ

そしっかり感染対策をして、町として移住

定住、そういった体験をしたいという方を

迎え入れる取組も必要だと思います。 

例えば、来てもらう前にしっかり体調管

理をして、検査をしてもらって、来てから

は一定の期間、外との接触を控えるとか、

そういった対策をすれば、今こういう時期

なので、理解されない方は少ないと思いま

す。 

なので、理解をしてもらいながら、地方

への移住を目指す方の受入れを取組として

行うべきだと私は思います。 

今年度、移住体験住宅を３棟、町でも助

成して整えました。ただ、こういった現状

の中で生かし切れていないという話も聞い

ていますので、町としてリーダーシップを

取って、しっかり対策をして取組を行うべ

きかと思うのですが、そのあたりはいかが

でしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今回、国がまち・

ひと・しごと創生基本方針２０２１をつく

ったあとに、それに関して情報発信という

か、学者の方がいろいろな話をした文章を

読ませていただいております。 

その中で、今、木村議員がおっしゃった

地方への流れは出てくるだろうというのは

皆さんが認める話で、その中で、何が鍵に

なるかという話をしたときに、魅力の前

に、教育とか医療とか子育てという、地域

のインフラ整備がきちんとできているこ

と、皆さんできているはずなので、そこに

美幌らしさ、美幌ではこの部分は特出して

やっていますと。それが、今おっしゃった

地域の魅力づくりなのかなと思っておりま

す。 

コロナ禍だから何もできないという考え

は、私も思うほうではありません。 

今回、非常事態宣言期間中でありますけ

れども、私どものスタッフと話した中にお

いては、ウィズコロナを意識しないと、何

かあればすぐに公共施設を閉めるというこ

とではなくて、ウィズコロナを意識して、

どういう形であれば皆さんに使っていただ

けるのか。ふだんの使用よりは制約が出る

けれども閉めるよりはいいという、その例

として、移住定住の一つの手法として木村

議員がおっしゃったことかと思っておりま

す。 

ですから、ふだん周りと関わりのない部

分の中においてはある程度安全というか、

私はよくステイウィズコミュニティーとう

ちのスタッフに言うのですが、安全なコミ

ュニティーはいいけれども、そこに新たな

人が加わるとか、コミュニティーにいた人

が外に出て行くときに、そこでどう気を使

えるか。 

東京から来られるというのであれば、き
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ちんと検査をしているとか、それから、そ

の方については、前後で健康管理とか、何

日間様子を見るとか、そういうことをして

関わってもらうということがきちんとでき

れば、以前のように全部とは言いませんけ

れど、ある程度できるのかなと思っており

ます。 

その辺のお互いの配慮がきちんと約束で

きる社会、地域をつくっていただければ、

お子さんが東京から帰って来てもいいです

けれども、感染の確率が高いというのであ

れば、家庭内でもマスクをするとか、体温

を測って様子を見るとか、そういうことを

きちんとできれば広がっていくことを最少

限に止めることもできるし、その中で、い

ろんなことが可能になってくるとは思って

おります。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 確かに新型コロナ

は危険ですし、気を緩めてはいけないと思

うのですが、しっかり対策をしながら、ウ

ィズコロナでいろんな取組を打っていくこ

とは、特に地方においては、全国一律の状

況ではありませんので、先ほど町長がおっ

しゃったように、美幌町の魅力でもあるイ

ンフラが整っている部分だとか、そういっ

たところを訴えながら、そこをアドバンテ

ージと捉えて、町としてそういった人材を

求めているというところで強く発信してい

ければ、少し活路が見出せるのではないか

と思います。 

続いて、この第２期美幌町まち・ひと・

しごと創生総合戦略の中の基本目標２で、

美幌らしさを生かして人を呼び込み、呼び

戻すという記載があります。 

その施策には、美幌らしさや特色を放つ

施策と書いてあると思うのですが、現状は

美幌町のアドバンテージが生かし切れてい

ないのではないか、美幌町らしさが足りな

いのではないかと思うのです。 

町長公約で、チャレンジブースのお話も

ありましたが、今後こういったところの考

え方は、町長はどういうふうにお考えでし

ょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、御質問をいた

だいて、強く発信していくべきだと言って

いただきました。 

今までの一般質問でもいろいろ出ていま

すけれども、情報を発信していく、これは

弱いと私が言ってはいけないでしょうけれ

ども、認めざるを得ないと思っておりま

す。 

いろいろな政策を今までやってきた中に

おいて、やはり地元の方が知らなかった

り、ましてや外の方が知り得る機会がない

のではないか。その辺ではホームページを

作り直したりしているのですけれど、まだ

まだこの辺の発信力をしっかりしなければ

いけないと思っております。 

今回の基本目標の中で、美幌らしさを生

かして、やはり一つの戦略を立てるとき

に、言葉としては興味を持ってもらえるよ

うな表現をできるのですけれども、らしさ

とは何か。それがどういうふうにという部

分の組み立ては考えなければいけないのか

なと。 

そのらしさをどうしていく、どう強調す

る、施策的にはこういう具体的なものをや

るという部分でいけば、うちの整理の中に

おいては、具体的にチャレンジブースと

か、そういう意味ではいいですけれども、

らしさとチャレンジブースをどうイメージ

できるかという部分で言ったら、御指摘さ

れればそれをきちんと伝えるようなことが

弱い。今後、そういうことを計画としてつ

くったものを具体的にこういうことに対し

て、こういうふうにということをしっかり

整理していく必要がある。 

こうですよとはなかなか言えなくて、こ

ういうことはしていかなければいけないと

いうことばかりで申し訳ないです。 

ただ、思いとすれば、木村議員が私に伝
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えようとしているように、町を前向きに何

とかよくしていきたいという気持ちは同じ

だとは考えております。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 先ほどからお話し

している、美幌町らしさの魅力は、美幌町

は一次産業がしっかりしていて、その上に

様々な産業が成り立っている。ほかの町と

比較するわけではないですが、美幌町のい

いところは、その中でいろんな業種の企業

が成り立っているところだと思っていま

す。 

その上で、空港が近かったり、ふだんの

生活に必要な買い物をする店だったり、食

事の部分も飲食店の数も豊富でございま

す。こういった暮らしやすさというのが魅

力なのかなと思います。 

その暮らしやすさの根底には、やはり仕

事がある、経済が回っているということが

あるだろうと思います。 

今回、移住定住の促進で特設サイトを設

置されましたが、その中で移住されてきた

方のインタビューだったり、どういう生活

をされているのかが見えるようなページが

ありました。そういったものを見える化す

るのは本当によいことだと思います。 

美幌町の暮らしやすさ、魅力を発信する

のは、実際に美幌町に移住して来た方だけ

でなくていいと思うのです。もともと在住

の方でもいいと思うのですけれども、平日

は仕事を一生懸命やって、家族との団らん

を持って、休日にはこんな楽しいことをし

て生活しているとか、そういった人たちに

もっとスポットライトを当てて発信してい

く。 

移住したい、地方移住を考えている人た

ちにどういうケースがあるのか、美幌町の

人たちがどういう幸せを感じているのかを

しっかり見せる。そういったところを美幌

町としてプランニングしていく。 

来てほしい方々の例を出して、モデルを

見せていかなければ、裾野は広くと言って

いれば、いろんな方が来てくれる可能性に

なると思うのです。こういう方を望んでい

ますという言い方は難しいと思うのです

が、こういう方が活躍していますというモ

デルケースを存分に見てもらうことは必要

なのかなと。 

そういったところで実際に頑張る企業の

インタビューとか、この企業はこういった

ところを一生懸命頑張っています、何年間

美幌町に根づいて頑張っていますとか、自

分たちでは当たり前になっている部分の魅

力を掘り起こすことが必要ではないかと思

うのですが、そのあたりはいかがでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 見える化というお

話をいただきましたけれども、まさに見え

る化をどうしていくかが大事だと思ってお

ります。 

いろいろな方が美幌に来て活躍している

部分の発信とか、この頃考えるのは、行政

としてはいろいろな方に来てほしい、その

中でも、こういう方にということを言って

いく中で、来た方が自由に発信できる、今

回のポイントはやはり来ていただいた方が

どういう状況、暮らしも含めて思いがある

かということ、考えによっては、町がと言

うよりも、その人たちが自ら発信していく

環境づくりをしていかない限り、私はどこ

の町も難しいのかなと思っています。 

木村議員からこういう御質問があった中

で、観光まちづくり協議会の中身を見せて

いただきました。 

その中で、地域おこし協力隊の方々が自

分はどういうことをしていきたいかとい

う、これを読んで、これをしっかり応援で

きる形をつくる。町がこうするではなく

て、そういう方を多くして、町としてこう

いうことをしっかり応援するという環境づ

くりをしない限り、全て行政依存では私は

無理だと。 
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私もまちづくりについては研究して、今

までもそういう組織に入ったりしています

けれど、入って来た方々が自ら動き出して

いるところは活発化している。 

そういう意味でいけば、美幌はそういう

動きがあったとしても、それを見える化、

引き出すことを行政がと言われれば、行政

がしっかりやらなければいけないことかも

しれないですけれども、まだまだそういう

人たちがいろんなことをやっていけば、本

当に活発化する、活性化する町になるのか

なと、この頃考えております。 

ですから、行政としてもしっかりやらな

ければいけない反面、今まで来られた方を

含めて、発信を一つのキーワードとすれ

ば、行政だけではなくて町民の皆さんと一

緒に発信すること、それから、そのことを

見える化、何をやっているかをしっかり見

える化することが大事だとは思っておりま

す。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 決して、私も行政

に依存すると、町長もそういうふうに思っ

ておっしゃったのではないということも

重々承知した上で、行政依存がいいとは私

も思っておりません。 

むしろ、もっと民間が自分たちで頑張る

ことが必要だと思うのですが、ただ、現状

は民間の人たちが一生懸命頑張っていて

も、そこだけが勝手にやっているというよ

うな状態が生まれているのも、現実として

わかっていただきたいと思います。 

まちづくり協議会の話をされましたが、

移住体験の方々、そしてこれからの新しい

観光、アフターコロナに向けた観光、美幌

町での体験観光をつくるために、まちづく

り協議会に関わる方々も一生懸命頑張って

おります。 

コロナ禍の難しい中でも、実際に体験型

のプログラムを提供し始めたりだとか、い

ろんな取組で動いているのですが、それは

結局何のためにやっているのだろうとなっ

たときに、一生懸命頑張っている人たちが

勝手にやってるような形では絶対に膨らみ

が出てこないと思うのです。 

ですから、単なるお金の話だけではな

く、町長を筆頭に美幌町の方針を示して、

こういった町にしていきたい、この分野で

いけばこういったまちづくりをしていきた

いというところで、町長の声、リーダーシ

ップを発揮して、一生懸命頑張っている現

場の人たちのモチベーションアップにもつ

なげていただきたいと思うのですが、その

あたりはいかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今言われたことに

ついては、そういう意味では、私のリーダ

ーシップの弱さかなとは思っています。 

これからもしっかりリーダーシップを取

れるよう努力をしていきたいと思っており

ます。 

先ほど言っていただいた、それぞれ頑張

っている方々が疑念を抱くような町にだけ

は絶対したくないという思いは強く持って

おります。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 失礼な表現になっ

ていたらそこは謝罪させていただきます。 

決してリーダーシップがないという言い

方をしたつもりはありません。 

ただ、もっと町長のカラーを出して、一

生懸命頑張っている人たちが見失わないよ

うに旗を振っていただけたら、頑張ってい

る人たちがさらに頑張って、魅力発信にも

つながるのかなと思いましたので、そうい

ったお話をさせていただきました。 

続いて、今、美幌町内には大学や専門学

校はございません。現実問題は、美幌高校

も間口が削減という課題にぶち当たってい

る状態です。 

子供たちが社会人として成長するという

観点で考えたときに、子育て支援というの
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は、美幌町の若い人たち、子育て世代・働

き手世代の応援ということでは欠かせない

部分としてお話しさせていただきますが、

子供たちが社会人として成長するために

は、町外に出て行くことも必要だと私は思

うのです。これからの長い人生、幅広い視

野を身につけて、さらなる見聞、知識を身

につけるために学ぶことは大事だと思いま

す。 

そういったことは、美幌町としても大い

に応援すべきだと私は考えるのですが、今

は都市集中が課題になっていますので、こ

ういった町外に出てしまった学生を、大学

卒業後すぐではなくても、都市部の大学と

か専門学校と連携しながら美幌町に呼び戻

す、そういった取組が美幌町として必要だ

と思うのですが、そのあたりはいかがでし

ょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 呼び戻すという部

分でいけば、最初のやり取りになりますけ

れども、やはり地元に仕事があるというこ

とが基本です。中学、高校まで育って、外

に出ることは私も非常にいいことなのかな

と。ただ、それで終わってしまうと人口が

減るという話よりも、戻れる環境をどうつ

くるか。 

そういう意味からいけば、最初にきちん

とした企業ありきなのか、それとも、美幌

に戻って来てこんなことをやりたいという

のか。 

私は農業に関わることが現役時代は多か

ったのですけれども、その中で見れば、後

継者としてしっかり美幌は戻ってきてい

る。地域がお孫さんの代まである程度安定

しているというところが何か所もあるとい

うことは本当にありがたいことです。 

この辺については、人口が減ることだけ

に余り固執しなくても、確実に地域を守っ

ていける、農業を守っていけるということ

ではいいことかと思っています。 

では、一般の人はどうなのかといった場

合には、地元の雇用先があったり、一般質

問でよく出ていて、今検討をしてもらって

いるのは、奨学金を借りた場合に、地元に

戻ると奨学金が減免されるとか、果たして

それがいいかどうかはわかりませんけれ

ど、地元に戻る意思のある方々にとって見

れば、そういう施策も一つの方法というこ

とで、今担当と検討しております。 

ですから、地元に戻って来てもらえるよ

うな部分、近年であれば、大きなところで

は役場とか、農協なども毎年何人か雇用し

ておりますので、そういった中では、少し

でも地元の方々が美幌出身の方を雇用でき

る環境になっていけばいいと思っておりま

す。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 私も大学で札幌に

出た身ですけれども、自分のことを振り返

ったり、同じような方々のお話を聞いたと

きに、大学生の就職活動は仕事に向かう初

めてのタイミングなので、やはりいっぱい

いっぱいなのです。私もそうだったのです

が、地元に帰って仕事を探す、地元に仕事

があるかということに目を向ける余裕が実

はなかったのです。 

大学生で就職活動をしているときに、美

幌町にはこういう仕事があるというものを

見せてもらえれば、その時点で選択肢に挙

がった可能性も大いにあったと思うので

す。 

私の母校の大学の学生とのインターンシ

ップの企画を進めていて、学生のいろんな

声をこれから聞きながら、さらに調査、検

討していきたいと思ってはいるのですが、

実際に大学で募集をかけたときに、結構な

人数の方が興味を持ってくれるのです。 

これからの大学生の考え方がどうなのか

というところはもっと調査しなければだめ

だと思うのですが、必ずしも都市圏に出

て、一流企業に勤めて給料を稼ぎたいとい

う、それに価値を見いだしている学生だけ
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ではないということだと思うのです。 

自分の人生をどういうふうに役立ててい

きたいかということで、自分の地元だった

り、北海道の地方のコミュニティーに入っ

て、そこでしか見いだせない自分の役割を

見いだしていきたいという考えを持ってい

る学生も必ずいると思うのです。 

そういう学生に美幌町という名前をまず

知ってもらう、美幌町にはこういう企業が

あるということを訴えていく取組が必要か

と思います。 

今、大学側も地方のコミュニティーに力

を入れていこうと考えている大学も結構多

いと思いますので、そういったところの取

組は進めていくべきかと思うのですが、い

かがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 学生のうちに地元

でいろいろ経験してもらうということで、

つい最近も美幌高校のインターンシップで

役場にも来ていただきましたし、木村議員

が母校の大学とインターンシップをやられ

たり、これからまたバージョンアップしよ

うという話もお聞きしているということ

で、大事なのかなと思っています。 

近隣の大学、東京農大とか、北見工大も

含めて、学長とかとお話をすれば、これか

らは地方に、この地域にどれだけ自分たち

の人材にいてもらえるか、全てが東京へと

いう話は考えていないと皆さんおっしゃっ

ております。 

当然、大学自体も役割としては、特に北

見工大は工科系で、ほとんどの就職先が本

州だったのが今は変わって、どれだけ地域

の中に関わって、地域とどう歩んでいくか

ということは、北見だけではなくて、ほか

の大学もやっていることだと思います。 

そういった中で、今言っていただいたよ

うな、美幌にどういう仕事があるかとか、

うちも息子がいますけれども、就職のこと

を考えると、地元にはよっぽどでないと目

が向かないというのは事実みたいです。 

だから、どうしても選ぶのは、わかりや

すい地方公務員になったりとか、特定の業

種になるけれども、そうではなくて、いろ

んな形で地元に戻ってもらえることは大事

だと思いますし、その辺はいろいろと御意

見をいただきながら、発信できるような形

を検討していきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） そういった意味で

は、本当に美幌町はいろんな方が活躍され

ています。 

個人で活躍されている方もいますし、各

種団体、企業も本当に頑張っているところ

がいっぱいあると思いますので、チームで

連携していければ、様々な人脈でのつなが

りも生かしていける可能性があると思いま

す。 

発信についても、どういう発信がいきな

りどこで、今の言葉で言うとバズるという

言葉がありますが、それがどこで起こるか

は誰も想像できないと思うのです。なの

で、いろんな取組は必要なのかなと思いま

すので、つながりを広げて、チームで発信

していく、そして、一緒に取り組んでいく

というところで核となって引っ張っていた

だけたらと思います。 

先ほどもお話ししましたが、働き手世

代・子育て世代が住みやすいという意味で

は、子育ても大事な部分になってきます。

子育てにおいては、教育環境もとても大切

であると考えます。 

美幌町は自然環境も整っておりますし、

スポーツも充実しています。博物館等も充

実していて、本当に恵まれた環境にあると

思うのです。 

またここで美幌町らしさという言葉を使

ってしまいますが、ＩＣＴ教育がこれから

導入されていくと思います。導入されるこ

とで、都会でしか学ぶことができなかっ

た、都会でしか聞くことのできなかった人

の話をタイムラグを生じずに美幌町でも学
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ぶことができるようになると思うのです。 

そういったことから、自然を生かした体

験学習、スポーツ、そして都会でしかでき

なかった教育も学ぶ環境を整えることがで

きるようになるというふうに、このＩＣＴ

の技術の導入は、そういった革新的な技術

をもたらしてくれたと思うのです。 

そういった都会に負けない学び、そし

て、美幌町らしさを結びつけた学びを提供

できる仕組み、こういったものを導入する

必要があると思うのですが、そのあたりの

考えはいかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 現在、コロナ禍と

いうこともあって、生活のありよう、それ

から福祉も教育も変わってきていると思っ

ています。 

都会の方々が、いろいろな情報を受ける

立場にもありますし、都会から地方へ、地

方から都会へという両面が可能だと思いま

す。 

私も農福連携を研究というか、いろいろ

関わっていて、講座がズームで発信される

ことで勉強する機会が結構できます。 

そういうふうに考えれば、美幌のよさは

たくさんあって、これだけの規模の町村で

博物館があって、学芸員もすごく優秀なス

タッフがいます。彼らが発信するとか、そ

れからスポーツであれば元オリンピック選

手がいたりとか、そういう環境をしっかり

つくれば、発信力としての効果はたくさん

あると思っています。 

ですから、美幌の教育を教育長にお願い

しているのは、特徴づけてほしいというこ

とで、いろんなことをやっていただいて、

これからは世界が広がる中でいけば、最低

でも英語とか、小学校から高校まで、皆さ

んがそこに行ったらそういう能力が普通よ

りも秀でているとか、全体的に特徴を出す

とか、いろんなことにチャレンジしつつあ

りますので、教育環境もしっかりやってい

ければと思っております。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 子育ての環境の部

分で、美幌町の任意の団体の方が、美幌町

にプレーパークを導入したいという形で、

町の活力共創事業の補助認定を受けて、一

生懸命頑張って動いておられます。 

８月２９日にオンラインでセミナーを行

うということで、プレーパークはどういう

ものかということを浸透させるセミナーに

私も出席させていただきました。 

町が補助認定をしたということは、そう

いった取組に対して町も活動を認めている

と私は思うのですが、残念ながら、そのセ

ミナーに行政の方の参加がなかったという

ところは正直悲しいなと思いました。 

プレーパークは、実際にやるのは公園と

か、そういった施設を使いながら、行政と

二人三脚で子供たちがふだんできない遊び

方、そして、遊びを学びにつなげて、その

場を地域のコミュニティー、おじいちゃ

ん・おばあちゃんとか、地域のおじさん・

おばさんと一緒に子供たちが触れ合いなが

ら、ふだんできない遊びを通じて生きる力

を高めていくという施設です。端的に申し

上げるとそれがプレーパークだと思ってお

ります。 

今こういった御時世でなかなか公園に行

ってもできないことが多かったり、今まで

道路でできた遊びが危ないからできないと

か、せっかく広大な自然環境がある町なの

に、そういう遊びをする場所がないという

ことから、このプレーパークの導入は美幌

町の魅力をさらに広げる一つになると思っ

ているのですが、行政と民間の協働という

のが必要不可欠だと思うのですが、そのあ

たりは町長のお考えはいかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） プレーパークにつ

いては、行政の人が誰もいなかったという

ことに関しては申し訳ないと思っていま

す。 
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ただ、この話を聞いたときに私は興味を

持って、代表の方からこの報告書を必ず見

てくださいということでいただいて、私と

しては非常によいことだと思っています。 

ですから、もともと公園の在り方も含め

て、私どもの若い頃は、公園には金属の遊

具があって、北海道で金属の遊具ですかと

いう話になれば、逆に外国の例を見れば、

極端な話かもしれませんけれど、敷地の中

に木が１本あって、木陰をつくっていて、

ベンチがあって、そこに皆さんが暑い日に

は寄り添って、そういうコミュニティーを

一つの核として、人が集まればそこでいろ

んな方が活動できるし、また、子供がいれ

ばいろいろな動きがあるという、そういう

一つの歩みの中において、こういうことを

やりたいということでお話しいただいたと

きに、私としては非常に興味があるし、ど

ういうふうに進んでいくか私も勉強したい

と思うし、可能な限り応援というか、民間

と行政が一緒に歩むということであれば、

きちんと対応していきたいとは思っており

ます。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） こういう動きが町

民の方から起こったということが、私も町

民の１人としてすごくうれしく思っていま

す。 

それを町としても補助認定したというと

ころもすごくうれしく思っているのです

が、１０月１７日の日曜日に、初めてプレ

でプレーパークをやってみるという話を聞

きました。 

私も参加して、現地を見に行きたいと思

うのですが、町長もぜひ一緒にいかがでし

ょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 可能であれば考え

たいと思います。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 公務の御都合もあ

るかと思いますが、もし御都合が合えば見

に行っていただけたらと思います。 

時間の関係もありますので、最後に、話

が飛んでしまうのですが、美幌町は子育て

世代を対象とした様々な施策が充実してい

ると思います。 

ほかの町と比べても見劣りないような形

になっていると思うのですが、これから、

特に人口減少という中で問題が起こってく

るというところでいくと、子育て世代の流

出を防ぐ、さらに子育て世代を美幌町に呼

ぶ。なかなか難しいところだと思うのです

が、まずは、子育て世代の流出を防ぐとい

うのは、一つの大きなポイントになってく

ると思います。 

そのためには、より一層の子育て支援、

思い切った取組が必要かと思うのですが、

その中で様々なやらなければならないこ

と、できればいいことがたくさんあると思

うのですが、その一つとして、満３歳未満

の乳幼児保育の無償化、こちらの考えはい

かがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 子育て世代の流出

は、働いている世代の人たちということに

なると思うのです。 

子育て世代の中で何に特色を出すかとい

う部分において、一つの例でお話をいただ

きましたけれども、何をやるかということ

を考えたいと思うのです。 

ですから、部分ごとではこれも、これも

とは言えるのですけれど、場合によって

は、国がやっていないこと、やらないこと

を町単独でやった場合に、国から何なんだ

という話になる場合もあります。 

それを無視してでもやるのか、それと

も、トータルで子育てに対する町の姿勢と

して個々に厚くするか、あれもこれもとい

うのは難しいので、その辺の整理の中で、

何をやることが皆さんに１番喜んでいただ

けるかという施策をやっていかなければな
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らないのかなと。 

ある意味では、個々の部分に振り分けた

とすれば、そこでの施策で町が支出するお

金を当然下回るということではなくて、上

回ることを前提で、これにということを皆

さんと考える必要があると思っています。 

ですから、今御質問いただいたものはど

うですかということで即答はできませんけ

れども、一つの施策としてそれもありかな

と。 

ただ、そのベースとなるものについて

は、きちんと個々の部分よりも、何かどん

と考えるほうがいいのかなというのは考え

ている状況であります。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 最後にと言ってお

きながら、すみません。 

今の町長のお話ですと、いい施策があっ

てもそれが単発ではいけないという話だと

思うのですが、先ほど私は、美幌町の教育

環境はすばらしいとお話ししたのですけれ

ども、美幌町の取組もそうですが、どうし

ても個々にこの施策はこの施策、教育でい

うと博物館は博物館、スポーツはスポーツ

振興、学校教育は学校教育という形で、縦

割りで伝わっているのが美幌町の魅力が包

括的に見られないところかなと思いまし

た。 

博物館であろうと、スポーツであろう

と、美幌町でやっている教育に変わりはな

いので、美幌町としてこういう教育を受け

ることができる、こういう環境があります

ということを一つの形として見せていくこ

とが、子育て世代に対しての施策もそうで

すが、必要なのかなと思いますので、その

考え方を最後に聞いて終わります。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） もし、縦割りと思

われるのであれば、個々の施策については

そういうことではなくて、トータルで町民

の方々、それから、子育てをしている方々

にしっかりと見える化を実施していきたい

と思っております。 

○議長（大原 昇君） これで、５番木村

利昭さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は、１１時４０分といたします。 

午前１１時３４分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時４０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

６番伊藤伸司さん。 

○６番（伊藤伸司君）〔登壇〕 それで

は、一般質問をさせていただきます。 

一つ目、美幌町における獣害対策につい

て。 

（１）エゾシカによる農作物の被害対策

について。 

近年、美幌町におけるエゾシカなどの農

作物被害は目に余るものになってきており

ます。 

増加の理由は様々ありますが、今年の冬

季の雪不足とともに、土壌凍結が三、四十

センチメートル以上になり、野山の餌不足

が起こり、農作物への被害が増えたと思わ

れます。 

また、エゾシカの個体数も増加傾向にあ

り、その大きな要因としては、２０１８年

に起きました猟銃の誤射死亡事件により、

道内の国有林、道有林内で狩猟が禁止とな

ったことが影響していると考えられます。 

その後、緩和はされたものの、現在も平

日の発砲禁止と、国有林、道有林内の発砲

を禁止するという規制がかかっている状況

でございます。 

昨年１２月にも同じ内容で質問を行いま

したが、その後もより一層の被害拡大が進

み、たくさんの農家の方々から深刻な声が

寄せられているため、再度質問をいたしま

した。 

そのような状況下において、より一層の
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エゾシカの駆除や農作物を守る対策が必要

と考えますが、今後の対策についての考え

方をお尋ねいたします。 

（２）ヒグマの駆除について。 

北海道内において、人里へのヒグマの出

没や被害も増加しております。 

８月７日には、隣町の津別町で市街地よ

り３００メートルほどの農地において、２

人の親子の女性が草刈り作業中にヒグマに

襲われて、重傷を負っております。 

美幌町でも、雪解けと同時に民家や農地

に頻繁に現れ、農産物の被害も増大してお

ります。農作業に行けなくなったという声

もたくさんあがっております。 

北海道の発表によりますと、２０２０年

度の生息数は１万１,７００頭に上り、１９

９０年の５,２００頭から比べると倍増して

いるとされ、保護に重点を置いた施策によ

り個体数が増加し、人の生活域への出没や

人身事故が増えているとのことでありま

す。 

これから収穫期に入り、農作業が繁忙化

する中で、さらに支障を来すことが考えら

れますが、今後の対策をどのように進めて

いくのかをお聞かせください。 

二つ目、峠の湯びほろについて。 

峠の湯びほろの今後の在り方について。 

先日の全員協議会において、令和４年３

月に契約期間が満了となる峠の湯びほろ

を、引き続き４年間継続することで、次期

の指定管理者の公募を行うと説明されまし

た。 

建物の老朽化や源泉の温度が下がってい

ることでの燃料経費の過多等、実際に継続

するにしても避けて通ることのできない課

題がたくさんあります。 

そういった状況の中で、次期４年の継続

を決めるに至った経緯、今後の峠の湯びほ

ろの在り方や長期的な計画（１０年後）に

ついてどのように考えているのか、町長の

考え方をお尋ねいたします。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 伊藤議員

の御質問に答弁いたします。 

初めに、美幌町における獣害対策につい

てですが、１点目のエゾシカによる農作物

の被害対策についてでありますが、昨年度

の農業被害は、被害面積が４６.４ヘクター

ル、被害額が２,９７５万円、駆除頭数が２

７２頭でありました。 

本年度につきましては、被害面積及び被

害額は１２月ごろに集計されますが、駆除

頭数は８月末までで４５１頭となっており

ます。 

エゾシカの駆除については、町長より猟

友会会員から任命した美幌町鳥獣被害対策

実施隊により、５月、８月、９月の一斉駆

除や４月から９月の有害期間において駆除

していただいているところであります。 

実施隊員は現在３３名で、活動できる時

間や時期などにより、全員が一斉に行動す

ることはできないなど、駆除にも限界はあ

りますが、銃器以外のくくりわなの利用、

駆除実施期間における実施隊員の参加を増

やすなど、農業被害防止に向け、引き続き

ＪＡびほろや猟友会と検討してまいりたい

と考えておりますので、御理解をお願いい

たします。 

次に、２点目のヒグマの駆除についてで

あります。 

昨年度の農業被害は、被害面積が４.３ヘ

クタール、被害額が２４１万１,０００円、

駆除頭数が３頭でありました。 

本年度の被害面積等集計はこれからです

が、駆除頭数は８月末までで６頭となって

おります。 

ヒグマの駆除対応といたしましては、連

絡を受けたときは現地状況の確認及び聞き

取りを実施、猟友会への協力依頼と箱わな

設置によって捕獲に努めております。 

議員御指摘のとおり、今年度は津別町を

含め、全道的にヒグマによる人身事故が多

く発生していることから、ＪＡびほろと協
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議し、７月にＪＡびほろより農家の皆さん

への注意喚起及び電気柵の設置などの自衛

策の検討について、ファクスでお知らせい

ただいたところであります。 

今後とも、広報や町のホームページなど

を通じ、住民や農家の皆様には、引き続き

注意喚起を行っていくとともに、箱わなの

設置による捕獲に努めてまいりますので、

御理解をお願いいたします。 

次に、峠の湯びほろについてですが、峠

の湯びほろにつきましては、年間１０万人

以上の方に利用いただいている町の主要な

公共施設でありますが、昨年来、新型コロ

ナウイルス感染症拡大の影響による休業も

あり、令和元年度は１０万人を維持したも

のの、令和２年度は９万人ほどの入浴者数

となったところであります。 

施設につきましては、平成８年１２月に

オープンして以来２４年が経過し、老朽化

が進んでいることから、温泉設備や外壁、

屋根などの大規模改修が予測されるととも

に、令和元年９月に再度発生しました源泉

温度の低下による加温等の燃料費も課題の

一つとなっております。 

御質問の１点目、次期４年の継続を決め

るに至った経緯についてでありますが、今

後、施設改修を含めた多額の支出が予想さ

れることや、指定管理者の運営赤字が生じ

ていることから、町内において新たな温泉

事業者が開業した場合には廃止も検討して

おりました。 

しかしながら、現在のコロナ禍の経済情

勢の中、温泉事業者の開業を期待できない

こと、また、近隣の公設温泉に比べ、多く

の入浴者数を維持していることから、峠の

湯びほろの運営を継続する必要があるとの

判断に至り、次期指定管理事業者の公募を

行うものであります。 

２点目の今後の峠の湯びほろの在り方や

長期的な計画（１０年後）についてであり

ますが、今後も町民の健康増進や地域間交

流の拠点施設として活用してまいりたいと

考えております。 

また、施設の改修につきましては、一定

の方向性が出るまで大規模な改修は行わ

ず、最小限の小破修繕で対応してまいりた

いと考えておりますので、御理解をお願い

いたします。 

以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） それでは、順を追

って再質問いたします。 

獣害対策ですが、令和２年度のエゾシカ

の農作物被害は４６.４ヘクタール、被害金

額約３,０００万円、駆除頭数が２７２頭と

いうことで承知しました。 

本年度の駆除頭数は８月末で４５１頭と

なっており、一昨年の５８６頭に近い数字

となると思われます。 

本年度、エゾシカの一斉駆除とわなでの

駆除、その他の駆除の実績がわかれば教え

ていただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 農林政策課長。 

○農林政策課長（田中三智雄君） 本年度

の駆除の実績ですけれども、一斉駆除に関

しましては９頭、有害駆除期間４月から９

月の間につきましては、回答でもお示しし

ましたとおり４５１頭となっております。 

以上、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） 申し訳ござい

ません。一斉駆除の訂正をさせていただき

たいと思います。 

５月につきましては３頭、７月、８月で

６頭で、ただいま課長が申し上げましたと

おり９頭ですが、９月も２度一斉駆除の出

動をしていただきまして、９月の合計で２

１頭になりますので、今年度の一斉駆除に

つきましては合計で３０頭となりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 
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○６番（伊藤伸司君） 内訳ありがとうご

ざいます。 

わなを含めて一般の駆除については４５

１頭ということで、今年は去年の２７５頭

よりは大幅に増えたということです。 

一方で、一斉駆除が現在で３０頭という

ことですので、すごく効率が悪く見えま

す。協力をいただく猟友会の方々の手当と

か、そういうものはどのようになっている

のですか。頭数当たりなのでしょうか、１

日出動したら幾らとか、そういうものがあ

るのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 農林政策課長。 

○農林政策課長（田中三智雄君） ただい

まの御質問でありますけれども、出動して

いただきました部分につきましては、奨励

金といたしまして、１頭当たり幾らという

形で支出しておりまして、町の補助金か

ら、エゾシカに対しましては１頭当たり６,

０００円、あと、国からの支援事業という

ことで、国からの補助金も出ておりまし

て、そちらが６,４００円出ております。 

合わせて１万２,４００円が１頭当たり支

出されることになっております。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） １万２,４００円で

すね。ということは、多人数で出動して

も、１頭しか捕獲できない場合はそれしか

出ないということであります。 

ですから、その辺の待遇も考えていただ

けるのかどうか、その辺の考え方をお願い

します。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） ただいまの１

頭当たりの奨励補助のほかに、非常勤職員

の報酬として、出動日数に応じてお支払い

をしております。 

あわせて、自動車の借り上げということ

で、１キロメートル当たり２５円をお支払

いしております。 

また、ハンター事故に備えまして、ハン

ター保険ということで、それぞれ一斉駆除

に対する経費として計上をさせていただい

ておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 聞き取れなかった

のか、言わなかったのかわからないですけ

れど、１日当たりの報酬がわかればお願い

します。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） 申し訳ござい

ません。１日当たり５,６００円で予算措置

をしてございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 報酬につきまして

はわかりました。 

昨年、一昨年と、私は電気柵、それか

ら、モンスターウルフという忌避型の機械

の奨励についてどうなのかということを申

し上げました。 

そのときの回答は、購入補助等をするつ

もりはない、調査研究はしたいということ

だったのですけれども、その後の調査研究

は行われたのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 農林政策課長。 

○農林政策課長（田中三智雄君） モンス

ターウルフの件でありますけれども、御質

問をいただいた後、実際に購入したらどう

かということで、見積りを取りまして、１

台当たり約６０万円弱ということでした。

実際に農家で導入している方がいらっしゃ

るのですけれども、そこからの情報でいき

ますと、当時１台当たり３０万円台で購入

したという話を聞いておりましたので、そ

れが実際に見積りを取ってみますと６０万

円弱というお話をいただきましたので、こ

れは高額だということで、費用対効果を考

えるとどうかということで、さらに検討、
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調査をしていきたいなと。 

実際に、使用している方の話を聞きます

と、当然効果があるということで導入され

ている農家だとか、自治体でも試験的に導

入を進めているという話も聞いております

ので、そういうお話を聞いた中で、効果が

あるという話もありますし、中にはちょっ

とどうかなと、慣れてきてしまう部分もあ

るという話も聞いておりますので、その辺

を今後さらに調査研究を進めていきたいと

考えているところであります。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 進んでいるという

ことで理解いたします。 

先ほどの話に戻るのですけれども、一斉

駆除ではなくて、駆除期間の頭数で４５１

頭と、その人たちの中の４５１頭をどれぐ

らいの人数でとか、そういう内訳はわかり

ますでしょうか。 

個人が抜き出ているのか、平均的に駆除

されているか。どうでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） 答弁書でも書

いたとおり、３３名の実施隊の実績という

ことで御理解をお願いしたいと思います。 

ただ、それぞれの頭数については個人で

ばらつきがあるので、よろしくお願いした

いと思います。 

議員おっしゃるとおり、多く取られる方

もいらっしゃいますし、中には取られてい

ない方もいらっしゃいますので、個人でば

らつきがありますので、御理解をお願いい

たします。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） わかりました。 

私も狩猟免許を一応持っております。く

くりわなが三つありました。 

今年の春、６月ごろにＪＡからある地域

で出没が多いので多めに設置したいという

ことで、駆除をしていただくという立場の

ようなことを言われて、私たちは振興局か

ら貸出しなものですから、お返しして今年

の駆除頭数になったのではないかなという

こともあります。 

ですから、今年が特にそうなのかわから

ないですけれども、くくりわなの助成、そ

れから補助、貸出し、そういうことを考え

ていただく、検討していただくということ

は可能でしょうか。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） 議員おっしゃ

るとおり、今年は美幌町鳥獣被害防止対策

協議会におきまして、熊の箱わなが、大・

中・小合わせて１０基ありますけれども、

なるべく大きなものにということで、今、

大きな箱わなに更新をして、捕獲に努めて

おります。 

あわせて、今御質問がありましたとお

り、くくりわなにつきましても、本年３８

基を購入させていただきまして、御希望の

ある方に貸与という形で捕獲をお願いした

経過でございますので、これにつきまして

も、次年度以降も状況を見ながら対応して

まいりたいと考えておりますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 先ほど箱わなの話

が出たので、ヒグマ対策に移らせていただ

きます。 

ヒグマ対策ですけれども、２年前、議員

になった年の９月でしょうか、知床財団の

職員が、斜里の喫茶店で講習会をするとい

うことで木村議員と２人で行ってきまし

た。 

そのときに学芸員の方に言われたのは、

今、美幌では農村部だけで済んでいるけれ

ども、将来、二、三年のうちに市街地にも

頻繁に出るようになると。 

美幌は今のところ市街地に出没している

実績はないですけれども、いつ出てくるか

わからないという状況は近々にあると思い
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ます。 

二、三日前に仕事をしていたら、駐在さ

んが回ってきて、今後秋の山菜シーズンと

か、そういうときに山に入るときは気をつ

けてほしいと、できれば入ってほしくない

というふうにパンフレットを持ちながら１

件１件回って周知をされていました。 

そういうことも含めて、町はどういうふ

うにやられているのか聞きたいのと、それ

から、うちだけかもしれないですけれど

も、今年は６月の低温で、生り物、ブド

ウ、それからコクワ、ドングリとか、地域

に差はあるかもしれないですが、すごく少

ないです。なっていません。 

ですから、熊が冬眠前の餌取りのために

出てくる可能性がこれからは多々あると思

うのです。 

周知も含めて、考え方を伺いたいと思い

ます。 

それと、もし、人的被害が出るのを想定

しての会議とか、打合せ等を行っているの

かどうか、お聞きしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 農林政策課長。 

○農林政策課長（田中三智雄君） ただい

まの御質問でありますけれども、チラシに

ついては、町から配布をお願いしているも

のはございませんけれども、町の広報４月

号に１回載せているのと、今後１０月号に

も秋のヒグマということで注意喚起の広報

を載せたり、町のホームページにヒグマッ

プということで、皆様からヒグマの出没情

報をいただいたものを載せるようにしてお

りますし、あとは、ＪＡからも７月に組合

員、農家の皆さんに自衛策も含めてヒグマ

に注意していただきたいというでファクス

を流していただいたり、そのような形で関

係機関の御協力もいただきながら、注意喚

起を進めていきたいと考えております。 

もし、町なかに熊が出た場合ということ

になれば、当然警察も含めて連携を取っ

て、広報車での注意喚起、あるいは、先ほ

どありましたチラシも含め、個々に配布し

たりと対策をしていきたいと考えておりま

す。 

会議ですけれども、事前に会議というの

は、今のところ特に開いているものはござ

いません。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） わかりました。 

農村部の方は、常々熊の足跡とか、何年

かに１回は見た、聞いた、夜になるとうな

り声がすごいとか、そういう話は聞こえて

いるので、ある意味では避けて通るという

のは行われているのです。危険なところに

は近寄らないとか、草むらに入っていかな

いとか。 

農村部の人ではなくて、一般の山菜シー

ズンや秋のキノコ採りとか、そういう人た

ちが山に入って怪我をします。 

今年は特に、白滝とかいろんなところで

旅行者の死亡事故が起きたりというのもあ

りますし、酪農地帯でいくと、牛が今年度

だけで２２頭被害にあって、退牧せざるを

得ない、牧場に戻せないということで、そ

ういう被害も出ていますので、一般の方々

に周知するのが肝要だと思います。 

出てしまったらだめだと思うのです。そ

の辺で、被害対策として考えていただきた

いです。 

私の知り合いのモンスターウルフ購入者

は、３年前にデントコーンをつくったとき

にはひどかったけれども、今年は熊も鹿も

寄ってこないと。ケース・バイ・ケースが

あるので、近寄る、近寄らない、慣れてし

まうということもありますけれども、より

調査研究をしていただきたいと思います。 

モンスターウルフとか、電牧は、基本的

には忌避というか、近寄らない、寄せつけ

ないという効果です。エゾシカの駆除もそ

うですけれども、ハンターの育成、助成も

含めて、猟友会の関係者に聞いたときに

は、あと５年したら熊撃ちがいなくなる
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と。箱わなに入ったのを仕留めることはで

きますよということでした。現場に行って

やれるというのは難しくなってきている。 

経験がないと、鹿みたいに離れたところ

から撃つわけではないので、そういうこと

も含めて、ハンターを育成するというのは

美幌町全体で考えていかなければならない

と思います。 

その辺でハンター養成を積極的に行って

いく考えはありませんでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（石澤 憲君） ただいま御質

問をいただいたとおり、侵入防止と駆除を

同時進行で進めることが１番効果的だと考

えてございます。 

そういう中で、ハンターの育成というこ

とでありますが、昨年、新たなハンターの

確保などの御質問をいただいて以降、担い

手対策につきまして、町・ＪＡ・猟友会の

三者で構成しております美幌町獣害被害対

策協議会において、今後も担い手確保の検

討を三者の話し合いの中で検討してまいり

たいと思いますので、御理解をお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 去年も言ったと思

うのですけれども、去年の駆除頭数が少な

い実態は、１番駆除していた方が銃を置い

たというのが１番の原因だと言われており

ます。今年はそういう方々がくくりわなで

頑張っていただいて、頭数が増えていると

言われておりますので、そういう経験者を

育てる意味で、いろんな対策を練っていた

だきたいと考えております。 

それでは、峠の湯の今後の在り方に移ら

せていただきます。 

年間約１０万人の利用を維持していると

いうことで、答弁のとおり、町内唯一の施

設として必要不可欠ということは、私も、

町民の皆さんも理解していると思います

し、必要だと思います。 

長期的計画として活用をしていきたいと

考えている。また、施設の改修は一定の方

向性が出るまでは大きな改修を行わないと

答弁されました。 

一定の方向性が出るまで改修は行わない

けれども、長期的に維持して１０年ぐらい

は使いたいという、一定の方向性とは具体

的にどのようなものでしょうか、お伺いし

ます。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 一定の方向という

のは、全員協議会の中でも御説明しました

けれども、温泉を運営するために固定経費

と言われる燃料代、電気代、あそこは上下

水道がつながっていますので、下水道とい

う部分でいけば、今回いろいろな調査をさ

せていただいたことで経費が見えてきまし

た。 

先ほど言いましたけれど、年間１０万人

ということで、１０万人が維持できて、あ

る程度人件費と固定経費が一定になってい

けば、問題なく使っていけると思っていま

す。 

一定の方向というのは、私も町長になっ

てからお聞きしたのですけれども、峠の湯

を改修すると、全部直すと何億円かかると

いう話が先に動いていました。私が町長に

なってから、その中身の分析をしたり、そ

れを出していただいたところと再度詰めた

り、現場を見たりして、結果的に大きな投

資が出てくるのは、まず源泉の問題、それ

と屋根とか壁とか、これは早急にしなけれ

ばいけないという話でした。 

実際に見る限り、早急にやる必要性は今

のところないと判断したときに、今後１０

年間でどれぐらいの修繕等が出てくるのか

分析をして、整理をしております。そんな

に時間はかかりませんけれども、そういう

整理をできると思っています。 

その中で、どこまでの投資をするかとい

うことと、指定管理をしていく中でどこま

でお金を出して、今後１０年なり２０年、
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例えば、１０年で使う場合は、ここまでで

終わりとするならばこの金額、でも２０年

使うとなると、これだけの改修をすると

か、そういうことをきちんと出せる段階が

一定の方向だと思っております。 

私も今までの資料を全部読み返したり、

電気設備が専門なので、実際にボイラーと

かを１個ずつ見せてもらいました。今日の

新聞にありましたけれど、どこかの温泉で

はボイラーだけで何千万円もかかると。う

ちのボイラーでいけば、有名なボイラー

で、毎年検査もしたり、修繕もしているの

で、急に壊れて何千万円ということはまず

ない。 

今までの資料では、これを全部換えると

何千万円だという計算をされていて、そう

いうことをきちんと見定めないと、先にお

金ありきでは難しい。先ほどの一つの見通

しというのは、もうちょっと現実的に毎年

これぐらいをやったり、そういう流れも含

めてやっていけば、ある程度の施設の運営

ができるのではないかという見通しを立て

ておりますので、その辺の整理をさせてい

ただきたいという思いでおります。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 町長より一定の方

向性とか、理由、事由でということはお伺

いしました。 

今後１０年間は活用したいというふうに

捉えましたし、小破修繕で済ませられるも

のならそのまま行きたい。 

そうであれば、そういう言い方という

か、答えを聞くと、１０年後に大きな修繕

がきて、どれだけかかるかわからないとい

う場合は中止もあり得るということでしょ

うか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） １０年間は使わせ

てくれということではなくて、１０年の流

れの中で、この施設はだめだからこれを使

うとなると大規模で何億円という話には私

はならないと思っております。 

仮に新たな投資をするにしても、これか

らは再生エネルギーとか、国の施策によっ

てはいろいろな補助制度があります。補助

制度を仮に使ってやった場合には、あと５

年間使いたいから補助をということではも

らえない。だから、単費で全部出せればい

いけれども、そうならないときに補助制度

を活用するときには一つの腹決めをしなけ

ればいけないという判断。言うなら、新た

に１億円のお金をかけます。それに対して

１,０００万円でも２,０００万円でも、道

なり国の補助をいただくとした場合に、本

当に今後も使うという判断をしなければい

けないので、そういう意味では、見通しは

シビアに立てなければいけないと私は思っ

ているということなので、とりあえず１０

年間使ったら、あとは知らないということ

は当然思っておりません。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 町長の思いはわか

りました。 

次に、源泉についてお伺いしたいのです

けれども、私が経済建設常任委員会の委員

のときに、源泉に水が入り込んで温度が下

がったということで、ボイラーを使うので

燃料を使うことによって経費がかかるとい

うことで、修理及び経費が増えました。 

私は前の修理のときにはいませんでした

から、わからなかったのですけれども、多

分５年ぐらいで次々と漏れとか、そういう

ことがあったように思うのですが、今後は

そういうことがないのか、あるとしたらま

た金額がかかりますし、本当に長く使うの

であれば、新しい源泉を掘ったほうがいい

という考えはないのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 源泉を新たに掘る

ことについては、私は掘れるのであれば掘

りたいという気持ちはあります。 

ただ、試算をすれば８,０００万円ぐらい
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かかると思っております。８,０００万円を

単費で出すことが本当にいいかという検討

をしたときに、今は温泉を掘る補助はなく

なりましたが、先ほどのエネルギーという

概念からいけば、新たな温泉というか、温

泉ではなく熱源を確保しますと。そのこと

によって施設の暖房とか、付加価値をつけ

てその熱を使うという考え方をすれば、補

助の道はあるかもしれないということで、

具体的に相談に行ったところでお話をさせ

ていただきました。 

温泉を掘るという新たな投資をするとき

に、補助を入れるのであれば、今後の何年

間かのためにということにはならないの

で、これから最低でも２０年とか継続をす

るという判断をしなければいけないという

ふうに思っていることが、温泉を掘るかと

いう一つの判断と、仮に温泉を掘って、新

たなお湯が出たとして、今の量を確保でき

たときに、今の固定費の重油が減るのかと

いったら、今までのデータを見る限り、壊

れる前も重油の量は余り変わっていないの

です。 

全員協議会でも言いましたけれど、何に

１番使っているかというと、体を洗ったり

する水、地下水を約１０トンほど加熱する

ために主たるボイラーとして使っていると

いうことなのです。 

そう考えると、１番深い層からくんだも

のはポンプアップして温度が高いけど、自

噴ではない。 

今の中間層から出ているのは温度が低い

けれど自噴ということで、その水をうまく

使った方が、あえて掘らなくてもいいので

はないかというのが私の今の考えです。 

新たに掘って、温泉の温度が高くなった

から、これで燃料費が３分の１になるので

あれば、それも一つの選択ですけれど、今

までのデータを全て分析したら、多分なら

ないということで、それであれば、今の中

間層の三十五、六度の温泉を使ったほうが

いいですし、自噴ですからそのためのポン

プの電気代を年間１００万円以上かけて、

予備機を買ってメンテナンスをすることを

考えたら、当面ということを考えれば、そ

ういうやり方で十分成り立つのではないか

というのが私の考えでありますし、その裏

づけを、具体的には地熱・温泉熱アドバイ

ザー派遣事業ということで、道総研にお願

いしています。 

それで、熱効率が当時つくったときと、

今まで維持してきた中で効率的にできてい

るかということを分析してもらいたいと申

請していて、美幌が採択になって、やって

もらえることになっているのですが、今、

コロナ禍で来てもらえませんが、そこであ

る程度、熱交換の仕方が施設としてうまく

利用しているかということが判断されると

思うので、そのことも参考にしながら、今

後の設備という部分で温泉源の判断をした

いというのが今の状況であります。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） それでは、更新を

するという、指定管理者の公募に当たって

のことを聞きたいと思います。 

現在の指定管理料が１,３００万円という

ことで、指定管理会社は大幅な赤字で、町

からも持ち出しがあるということですけれ

ども、今後４年間の指定管理料を設定する

ときに、どのような考えで、どれぐらい

か。 

上げざるを得ないと思うのですけれど

も、そういうものがあればお知らせくださ

い。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 指定管理料につい

ては、改めて皆さんに御説明する機会をつ

くらせていただきたいと思います。 

実際に公募するに当たっては、指定管理

料が幾らと示さないと公募ができないの

で、議会が終わった後に、公募に向けて調

整をさせていただきたいと思っています。 

ですから、金額については最終決断はし
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ておりません。ただ、全員協議会で説明し

た中でいけば、私としては入浴料を１００

円アップさせていただきたいという考えの

基に、指定管理料を幾らにするかというこ

とで、原課で何パターンか示されて、あと

は判断をすることになっているという状況

であります。 

○議長（大原 昇君） ６番伊藤伸司さ

ん。 

○６番（伊藤伸司君） 全員協議会でもあ

る程度の数字は見せていただきましたけれ

ども、１,３００万円では足りないような気

がしますし、そうでないと指定管理者の公

募があるのかないのか、厳しい部分がある

と思います。 

しかし、町として存続をするということ

で決めているのですから、最大限の努力を

して指定管理者を公募して、決めていただ

きたいと思います。 

町長になって３年目ですので、４年区切

りで選挙で選ばれるわけですから、ある程

度のリーダーシップではないですけれど

も、強力な押しを出していただきたい。町

長として考え方を述べていただきたいと思

いますので、これで質問を終わらせていた

だきます。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 私も残り１年半と

なります。その中では結論は出したいと思

っております。 

今まで結論を出さないということより

も、私は今まで自分として納得できないも

のが結構ありました。 

ですから、改修計画も全部見せてもらい

ましたし、当時、直営でやったときに私も

応援したときに、使われ方も何でこういう

ものが使われていないのか。こういうふう

にしたら熱効率がいいのではないかとか、

そういう話を指定管理者と協議させてもら

ったり、改善方法を考えて、やっとここま

で来て、固定管理経費はこれぐらいでいく

と。 

そうなれば、あとは人件費とか含めて幾

らでこの施設が運営できるかが見えてきた

ので、このまま何年もどうしましょうとい

う気はありませんので、今回は指定管理者

の公募をさせていただきますけれども、私

の任期中にはしっかり方向を示したいと思

っております。 

○議長（大原 昇君） これで、６番伊藤

伸司さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は、１３時４５分といたします。 

午後 ０時３１分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 １時４５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

１２番松浦和浩さん。 

○１２番（松浦和浩君）〔登壇〕 それで

は、さきに通告した大きく三つの質問をさ

せていただきます。 

まず大きく１点目、通学路における交通

安全対策についてであります。 

まず、一つ目として、近年、国内で相次

ぐ通学路での交通事故に伴い、市町村立小

学校の通学路における合同点検実施につい

ての実施要領が文部科学省、国土交通省、

警察庁により作成され、各市町村に通知さ

れたところです。 

実施要領には、合同点検の実施及び対策

必要箇所の抽出については今年９月末をめ

どに、対策案の検討・作成については１０

月末をめどに実施する旨の内容が、また、

期間内の実施が困難な場合は、遅くとも今

年１２月末までに実施する旨の内容が記載

されていますが、次の点についてお伺いし

ます。 

美幌町ではどのような状況となっている

のか。 

危険箇所の判定の基準は設定されている

のか。 

通学している児童生徒からの意見の聞き
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取りは行うのか。 

過去から危険箇所と認定している場所は

存在するのかであります。 

二つ目、町道改修計画予定路線の歩道整

備について。 

美幌町過疎地域持続的発展市町村計画に

は、道路網の整備の中で町道補修計画路線

が明示されていますが、次の点についてお

尋ねします。 

これら補修計画路線の中に通学路は含ま

れているのか。また、含まれている場合、

通学路における交通安全対策の措置を講じ

る予定はあるか。 

歩道・路肩・ガードレール・隅切り・防

犯灯・警告看板等の交通安全対策措置につ

いての工事基準はあるのか。 

以上、よろしくお願いします。 

続きまして、大きく二つ目、ＪＲ美幌駅

跨線橋の整備と構内踏切への転換につい

て。 

高齢者や障がいのある方の駅利用の際の

身体負担の軽減策についてであります。 

過疎化が進む現在において、ＪＲ美幌駅

の利用客も減少しているが、通院や通学に

はＪＲの存在が必要であり、ＪＲ石北本線

の存続は地域としての要望でもあります。 

しかしながら、ＪＲ美幌駅構内に設置さ

れている跨線橋は階段しかないため、高齢

者や障がいのある方にとっては利用に不便

を生じている状況でもあります。 

これらの状況から、次の点についてお伺

いします。 

一つ目、ＪＲ北海道とは駅改修について

協議した経緯はあるのか。 

二つ目、ＪＲ北海道においては、駅構内

に構内歩道、線路を徒歩で横断への対応も

開始しているとの情報もあるが、駅の跨線

橋改修、エレベーター、エスカレーターの

設置等についての要望、及び１番ホームの

改修利用について要請すべきと考えるが、

いかがでしょうか。 

以上、お願いします。 

大きく３点目、街路樹の植え替えについ

てであります。 

一つ目として、萌芽の進行している公園

通及び栄通の街路樹整備についてでありま

す。 

この路線の街路樹については、１５年

前、電話線への接触が危険との判断から剪

定されたと伺っております。 

しかしながら、緑を維持し守る活動をし

ている多くの方の警告がありましたが、剪

定にとどまらず、樹木の成長の根幹である

芯までも切断しているため、現在この路線

の街路樹の中には萌芽の激しい樹木、さら

には根本から萌芽する最悪の状態とも言え

る樹木が散見されます。 

これら樹木については、植え替えの時期

が到来していると思いますが、ＦＳＣ森林

認証を推進している町長の考えをお尋ねし

ます。 

二つ目、緑の基本計画についてでありま

す。 

平成２３年に策定された第７期美幌町地

域緑化推進計画の見直し計画として、平成

２９年から令和８年までを期間とした緑の

基本計画が策定されました。 

緑の基本計画の中には、街路樹に関する

剪定基準・植え替え基準について記載はあ

りませんが、美幌町の街路樹に関する剪定

基準・植え替え基準があるのかお尋ねしま

す。 

また、数年前の説明によると、電話線を

超えている桜通の桜の木はほとんど剪定の

対象になると思いますが、ほかの街路樹同

様、芯まで切断するのかなど、どのような

剪定方法による対応を検討しているのかお

尋ねいたします。 

以上、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 松浦議員

の御質問に答弁いたします。 

初めに、通学路における交通安全対策に

ついてですが、今回通知のありました通学



 

－ 30 － 

路における合同点検の実施につきまして

は、６月に千葉県八街市で発生しました、

小学生２人が死亡し、３人が負傷した下校

中の交通事故を踏まえたものであります。 

美幌町における児童生徒の交通事故発生

状況としましては、令和元年度は４件、令

和２年度は２件、今年度は８月末までで６

件となっております。これらはいずれも重

大な事故に至っていないものの、各学校で

は交通事故に遭わないよう日頃から交通安

全の啓発・指導を行っているところであり

ます。 

御質問の１点目、美幌町の状況でありま

すが、町では今回の通知を受け、学校との

連携・協力の下、危険箇所の把握を行って

いるところであります。 

危険箇所を把握・集約後、９月末までに

は道路管理者や警察署等関係機関との合同

点検を実施し、１０月末までには対策案の

検討・作成を行いたいと考えております。 

２点目の危険箇所の判定の基準でありま

すが、実施要領に示された見通しのよい道

路や幹線道路の抜け道になっている道路な

ど、車の速度の上がりやすい箇所や大型車

の進入が多い箇所等により、リストアップ

の作業をしております。 

３点目の通学している児童生徒からの意

見の聞き取りは行うのかにつきましては、

今回、学校職員の聞き取りや児童生徒の意

見も反映した保護者アンケートを実施し、

危険箇所の情報を集約しているところであ

ります。 

４点目の過去から危険箇所と認定してい

る場所は存在するのかにつきましては、今

までも合同点検の結果を踏まえて危険箇所

の改善を行うとともに、関係機関への要望

も実施しているところであります。 

次に、町道改修計画予定路線の歩道整備

についての御質問につきまして、１点目の

補修計画路線の中に通学路が含まれている

のか、また、通学路における交通安全対策

を講じる予定はあるかについてですが、美

幌町過疎地域持続的発展市町村計画の道路

網整備では、通学路を含めた町道の改良・

舗装・歩道整備を計画しているところであ

り、整備に当たっては、車両及び歩行者の

安全な通行を確保すべく、縁石による歩車

道分離、道路区画線による通行区分などの

措置を講じてまいります。 

２点目の歩道・路肩・ガードレール・隅

切り・防犯灯・警告看板等の交通安全対策

措置についての工事基準はあるのかについ

てですが、まず、歩道・路肩・隅切りは、

道路構造令に定められており、計画交通量

から道路規格を決定し、道路規格に応じた

歩道及び路肩の幅員が求められます。 

次に、ガードレールは防護柵の一つです

が、車両用防護柵と歩行者自転車用柵に区

分されており、そのうち歩行者自動車用柵

については、設置箇所と使用目的から材質

等種別を選定することになっております。 

次に、道路照明については、連続照明と

して一定区間に連続して照明を設置し、交

通事故防止を図るものと、交差点や橋梁な

ど、局部照明として交通事故防止を図るも

のに区分されております。 

道路標識の設置については、案内標識・

警戒標識・規制標識・指示標識があり、案

内標識・警戒標識は道路管理者、規制標

識・指示標識は公安委員会が設置するよう

区分されております。 

道路の整備に当たっては、道路構造令、

道路事業設計要領等基準により交通安全に

配慮して進めてまいります。 

また、通学路における危険箇所の解消に

努めてまいりますので、御理解をお願いい

たします。 

次に、ＪＲ美幌駅跨線橋の整備と構内踏

切への転換についてですが、御質問の高齢

者や障がいのある方の駅利用の際の身体負

担の軽減策について、１点目のＪＲ北海道

とは駅改修について協議した経過はあるの

かですが、地域公共交通計画の策定を進め

ていく中で確認を行っており、ＪＲから
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は、駅舎にエレベーター等を設置すること

は、美幌駅の利用者が少ないため、要望を

いただいても難しいと回答をいただいてお

ります。 

次に、２点目の駅構内の構内歩道への対

応ですが、ＪＲによると、駅には跨線橋が

なく、線路を横切ってホームに移動するた

めの構内歩道を有する駅がありますが、美

幌駅のように跨線橋がある場合は、線路の

横断へと改修することはできないと回答が

ありました。 

また、駅舎側の１番ホームの改修は、多

額の改修費用が必要になることから、ＪＲ

の現在の経営状況から、利用者が少ない駅

の改修については難しいと回答を得ており

ますので、御理解をお願いいたします。 

次に、街路樹の植え替えについてです

が、１点目の公園通及び栄通の街路樹整備

についてですが、過去に施された強い剪定

により、根元から萌芽する樹木が存在して

いるところであり、平成２７年度以降は、

剪定作業を行う作業員に対し、剪定方法の

講習を行いながら、剪定を実施していると

ころです。 

街路樹の植え替えについては、樹木の成

長度合いや地域住民からの要望等を考慮し

ながら随時実施し、昨年度は学園通西側に

おいて植え替え及び一部伐採を委託により

実施しております。 

御質問の公園通及び栄通につきまして

は、特にイチョウの萌芽が目立っている状

況ですが、現在は路線全体の植え替えは予

定しておらず、安全性や環境美化に配慮し

ながら、根元付近を中心とした萌芽の剪定

などにより対応していく予定であります。 

次に、２点目の緑の基本計画についてで

すが、明確な美幌町としての街路樹に関す

る剪定・植え替え基準は現在整備しており

ません。 

樹種や樹齢、周辺環境によって実施方法

が異なることから、今後も定期的に専門家

の指導を受けながら、住民の皆様の安全確

保を基本に、環境や景観に配慮した維持管

理に努めてまいります。 

また、桜通の桜の木については、剪定の

対象となりますが、剪定方法については専

門家に相談しながら、なるべく景観を損ね

ないよう配慮しながら実施したいと考えて

おります。 

以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） それでは、まず

通学路における安全対策ということで、先

ほども質問しましたけれど、相次ぐ交通事

故で、国も市町村にきちんと確認を取った

ほうがいいのではないかということで通達

が出まして、私も確認を取ったものですか

ら質問しています。 

まず、簡単に質問したいのは、１点目の

美幌町ではどういう対応をしているかとい

うことと、危険箇所の判断基準は設定され

ているのか、具体的に何かあれば説明願い

たいと思います。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） ただいま

の御質問でありますけれども、ふだんの交

通事故対策ということでは、学校におきま

しては、春先には交通安全教室や学活の授

業、また、夏休みなど長期休業に入る前に

は、朝の会等で注意を促しております。日

頃から教職員による児童生徒への声かけな

ど、学校では様々な場面で交通安全教室を

行っているところであります。 

また、今回の点検につきましての判定の

基準ということでありますけれども、基本

的には今回の通知がありました実施要領の

中に、点検箇所につきましてリストアップ

の項目がありますので、そのリストアップ

項目に基づきまして点検を実施したいと考

えております。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 
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○１２番（松浦和浩君） 私は、小学校の

ＰＴＡのときに道路関係についてのいろん

な会議に出たことがあるのですけれど、そ

のときに、３番目の質問にもあるとおり、

子供たちの目から見た危険箇所というのが

必要ではないかと論議があったと思うので

す。 

今回、国の指示もあるのです。子供たち

の意見を聞くべきだと。今回、回答の中に

は、子供たちからの意見を聞くということ

を書いていますので、その部分については

いいと思うのですけれど、実際に子供たち

から見た考えと、保護者、そして先生たち

から見た考え、安全協会の人たちが見た考

えが、多分合わなくなると思います。 

美幌町には交通安全指導員がいます。横

断歩道のそばにいますけれど、事故はどこ

でも起きるものですから、どれが本当に安

全かというのはなかなかつかめません。で

も、子供たちは気づいていると思うので

す。何かあったときに。 

だから、何か気づいていることがあった

場合、今回の点検の中に生かせるのかな

と。それについては、どこまで吸い上げる

ことが可能なのか、再度お願いします。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） ただいまのお尋

ねでございますけれども、議員おっしゃる

ように、子供たちの目線を非常に大切にし

ているところでございます。 

このようなこともあって、まずは家庭で

交通安全について親子で話をしていただき

たい、そういった思いで児童生徒の声を反

映した保護者アンケートを実施したという

状況でございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） ぜひ、子供たち

の生の声を生かした道路の改修を目指して

ほしいなと思います。 

決して、大人の意見がだめだというわけ

ではないですけれど、やはり今学校に行っ

ている子供たちの声を最優先すべきかなと

思いますので、ぜひその辺はいい結果が出

ればいいなと。 

次に４番目ですけれど、過去から認定し

ている危険箇所はどうなのか。僕はあると

思うのですけれど、この回答では具体的に

ないですけれど、実際にどうなのですか。

その辺お願いします。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 過去から危険だ

と認識している道路が今はどうなのかとい

うことでございますが、過去からここは危

険だというところはございます。 

ただ、そこにつきましては、用地幅だと

か、様々な問題がございますので、あとは

通学路自体を、通学の経路を変えていただ

くように学校の中でも話をしている状況で

ございます。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 結果、交通事故

が少なければいいと思います。 

続けて４番目の最後です。 

関係機関への要望とありますけれど、具

体的に関係機関も先生方も含めて、道路の

見回りだとか、点検だとかはチームをつく

ってやっているのか、それとも、何かやり

方があるのか、お願いします。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） 今回の合

同点検につきましては、関係機関、警察署

であるとか、道路管理者、また学校職員等

に聞き取りをしていますし、あと保護者ア

ンケートを取っておりますので、意見を集

約しながら、合同点検実施時におきまして

は、警察署、道路管理者、それから学校、

ＰＴＡの方も含めて来ていただきまして、

点検を実施したいと考えております。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 
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○１２番（松浦和浩君） まず、１から４

点わかりました。 

次に大きく２点目に絡みますので、二つ

目の町道改修計画、過疎計画の中に１９本

だったか道路補修工事が入っていまして、

その中の半分ぐらいが多分通学路に触って

いるのではないかと思うのです。 

大きく二つ目の１点目の通学路が含まれ

ているのかというのは、含まれていると。

実際、具体的に過疎計画に入っている道路

の改修工事の中に何本ぐらいありますか。 

○議長（大原 昇君） 建設課長。 

○建設課長（御田順司君） ただいまの御

質問でございます。 

過疎計画の中では、道路改良舗装の関係

とオーバーレイ等についても計画が登載さ

れているところですけれども、美幌町の場

合は通学路はこの路線という形で規定はさ

れていないと私は聞いております。 

児童の登下校されているところが通学路

の対象となるということで、今回、道路の

修繕や改良舗装がある部分については、ほ

とんど児童生徒が通う道路かと認識してい

ますので、本数が何本とは特に押さえてお

りませんけれども、特に歩道のある街路等

の道路につきましては、歩行者等の安全に

ついて整備を予定し、工事も着手している

ということですので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） この間、過疎の

道路の番号の書類をもらいまして、確認を

取ったのですけれども、相当数子供が歩い

ているなと。特に、美幌小学校の向かい側

の道路を含めて、意外と今回の計画の中に

子供が多く歩く道路が多い。 

ここで確認ですけれど、今回の国からの

合同点検の後、各市町村において実施計画

をつくりなさいというときに、ちょうど過

疎計画に入っている道路が多いので、その

分では相当計画的でいいのかなと。 

ただ、過疎の起債も含めた部分と、今回

の道路点検をして、相当直さなければいけ

ないとなったときに、国の交付税措置だと

か、そういう対策だとかがダブルで出るの

か、それとも、町の単独でやるのかだと

か、点検後の改修工事については、どのよ

うな形で今のところ国から示されているの

か、わかればお願いします。 

○議長（大原 昇君） 建設部長。 

○建設部長（那須清二君） ただいまの御

質問でございますけれども、国土交通省の

令和４年度の予算の概算要求の中では、重

点項目として通学路の合同点検等を踏まえ

た交通安全対策の推進ということで、２,２

６５億円を計上と今のところ情報は入手し

ておりますが、これが具体的にどのような

形で予算として措置されるかまでは、まだ

確認が取れておりませんので、よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 通学路は生活す

る方も歩きますので、美幌町にとってはイ

ンフラ整備、社会基盤整備ということで重

要な政策だと思うのですけれど、これらの

道路の改修工事を思っていた以上にやらな

ければいけない場合、美幌町の財政を考え

るときついと思いますけれど、これらの道

路については点検後、早期の改修に向けて

取組の方向、あとは、路線がどうだという

調査報告も含めて、結果が１２月ぐらいに

出ると思うのですけれど、その１２月ぐら

いに１回調査した後どうなるかではなく

て、どこまで必要だというのは、議会側に

も提示してもらうことはできるのですか。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（遠藤 明君） ただいまの御

質問でございますけれども、調査結果につ

きましては、整理した中で議会の皆様にも

お示しすることは可能ですので、そういう

ことで準備を進めていきたいと思っており

ます。 
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○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 今、教育関係者

に聞きましたけれど、このことについては

最後になりますので、町長にお聞きしま

す。これらの交通事故対策を含めて、今回

の点検後、来年度の予算も含めて、美幌町

としてしっかり道路整備をするという形は

当然町長もあると思うのですけれど、でき

る限り速やかにやれるような方向で、ぜひ

取り組んでもらいたいですけれど、町長の

気持ちを伺えればありがたいと思います。

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） １２月頃までに整

理をするということでありますけれども、

予算をつくる中においては、その時期まで

待てない部分もありますので、町として国

の財源等も含めて、今回危険箇所となった

場合の対応については、予算もありますの

で、可能な限り改修等の努力をしていきた

いと思っております。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 来年からの道路

工事については、今年から設計に入ります

ので、ぜひ安全対策を優先して取り組む形

での来年の工事の結果が楽しみだと思って

いますので、よろしくお願いします。 

続きまして、ＪＲの跨線橋についての質

問に入ります。 

ＪＲの跨線橋につきましては、以前から

数名の議員が質問をして、いろんな回答を

もらっていますけれど、出るたびにＪＲ側

の回答で、ＪＲがＪＲがＪＲがと。美幌町

としてＪＲに働きかけても難しい、このま

までは高齢者が荷物を運ぶのが大変となっ

たときに、跨線橋の改修をＪＲに頼むと、

人が少ないからきついというのはわかりま

すけれど、美幌町から病院に行く方、体の

悪い方、あとは子供たちも相当数北見に行

く人がおります。 

過去と違って、高齢者の数が多くなった

ものですから、僕も過去からほかの町会議

員の一般質問を聞いていますけれど、もう

そろそろ駅の跨線橋は荷物を運ぶのも大変

だという段階で、何か手を打つという考え

を町長はお持ちではないでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 跨線橋について

は、今、松浦議員がおっしゃったとおり、

高齢の方、それから障がいを持った方にと

っては昔から負担であると私も理解してい

るところであります。 

今回も松浦議員からこのような質問をい

ただいて、内部でも検討した中において

は、仮にエレベーター、それから、エスカ

レーター、階段横につける設備なども含め

て、単純に金額でいけば設置するのは難し

いだろうと思っております。 

また、体の不自由な方が、直接線路を渡

るという行為については難しい部分がある

のですけれども、例えば、駅にいらっしゃ

る方、うちは駅員がいませんので、観光物

産協会の方々がそういう話を聞いて荷物を

持ったりしていると聞いております。 

そういう話を担当から聞いて、しょっち

ゅうだと困るけれども、今の利用人数から

いって、荷物を持つとか、そういうお手伝

いができるように事前に連絡をいただくと

か、そういうことがあれば協力もできます

よと。できますということであって、やる

ということではないですが、そういうフォ

ローをすることはできるのかなと。 

観光物産協会がやるということではなく

て、誰かがそういうことを聞いたときに、

そういう方々がもしいるとするならば、そ

れも一つの方法かなと。 

ただ、ハード的にいろんなものを取り付

けるという部分については、私は町として

も難しいという認識を持っております。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 私もマンパワー
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での対応というのもいい方向に行くかもし

れないと思っています。 

ただ、跨線橋はＪＲだと言っても、この

跨線橋も何十年もたつ相当古い跨線橋で

す。いずれは朽ち果てる。 

その前にＪＲを存続しなければいけない

というのが地域の大きな要望だと思うので

す。ＪＲ貨物も含めて石北本線の存続運動

を、今オホーツク地区でも一生懸命やって

いる時期、ＪＲをもっと使おうと言うの

に、ＪＲはお金がないから工事できませ

ん。ＪＲはもっと使ってくれ、美幌町も頑

張りましょう、でもＪＲのだから直せない

となれば、いつまでたってもＪＲの活路が

出てこないです。 

どこかで１回見切りをつけるために、僕

は構内歩道も可能なのか、そして、１番線

を大きく直さなくても、１両か２両ぐらい

の乗り口の部分だけでも１番ホームの改修

でも可能かなと。 

１番ホームを使っていないのが、三、四

十年前からではないですか。ずっとそのま

まで来ているＪＲについても姿勢を正して

もらわないといけないと思いますけれど、

我が町美幌町も使っている町民のために、

もう少し駅の利用についての活路を検討す

るのもいいのかなと。 

ここに地域公共交通計画の策定を進めて

いく中と回答がありますので、駅の利活用

について、もう少し具体的な案があるのか

どうか、最後に町長にお尋ねします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） ＪＲの利用につい

ては、石北線をどういうふうに残していた

だけるか、継続して使えるようにという部

分と、実際に美幌駅の利用者に対して利便

性をどう図るかというのは、非常に難しい

問題を抱えていると思っています。 

今のコロナ禍において、北見、網走、特

に北見に通う生徒が多い中で、車両の増設

をという話を担当とさせていただいて、そ

ういうことを１個ずつ解決してきておりま

す。 

ただ、１番線、１番駅側の線路を使って

はどうかというのは、素人としてはどうか

と言える話ですが、現実に汽車を走らせる

運行側においては、そんな単純に判断はし

ていただけないというのが実態でありま

す。 

私もＪＲに知っている方がいて、そうい

う話をしたことがあるのですけれども、そ

れはそんなに単純な話ではないということ

です。 

町としては、ＪＲを使う方策と駅を使っ

ていただくことに対して、何かいい方策は

ないかと言われるのですけれど、ハードに

係るものとしての対応策は、残念ながら今

お示しできるような考えは持ち合わせてお

りません。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） この部分につい

ては、１０年以上、２０年以上前から多く

の町民が言っていることであって、今始ま

ったことではないです。 

本当に残念ながらＪＲも旅客便の人の減

少で大変です。でも、我が美幌町もその中

で何かの手を考え直すときが来たと思って

いますので、ぜひ１年以内に何かの行動な

り、方策なりを示す形で、前へ進むことが

町長できませんか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 非常に言いづらい

ですけれども、努力という言葉で濁すわけ

ではないですが、可能なことは検討したい

と、その結果、何か前に進めるものを１年

後にお示しできるかは、お約束できない状

況であります。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） ぜひ、若い職員

もいますので、いろんな案を用いて何か進

めばいいなと思っていますので、これにつ

いてはどこかの折を見て、また一般質問さ
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せていただきます。 

あとは、ぜひ町民のために、駅が利用し

やすくなるように、何の努力でもいいです

から、一つ一つやってもらいたいというこ

とを切に願って、次の質問に入ります。 

続きまして、街路樹の話です。 

説明を間違ったら困るので、町長と建設

部には写真を渡していますので、それを見

てもらえればある程度わかると思うのです

けれど、まず街路樹の関係の中で、公園通

と栄通です。 

これについては、十数年前にイチョウの

木とカエデだったか、芯から切ってしまっ

て、冬になれば丸太になっている。そし

て、枝が残らない。なぜかと言うと芯を切

ってしまったから。芯を切っていなければ

大枝が残るのです。でも、切り過ぎると大

枝も出ないので、小さな枝は葉っぱが出て

くる枝で、小枝なので枯れてしまうので

す。なので、何年たっても丸太が太くなる

だけで、大枝にならないというのが現況で

す。 

これが景観的にどうなのかと私もいろい

ろと考えたのです。 

多分、町長も過去の経緯を見たらわかる

のですけれど、生き活きエコタウンびほ

ろ、平成１３年度、これに書いている文言

の中に街路樹をきちんと整備しましょう、

美幌町は緑の町にしましょうという政策が

町なかの計画に入っています。 

この後すぐに街路樹をどんどん切ってし

まったのです。せっかく計画をつくって

も、当時は切ってしまったのです。 

それは当時の話だと思いますけれど、こ

の策定委員の中で、美幌町職員で残ってい

るのは町長と中山さんだけです。あとは退

職しています。そのときに町長も企画課長

としてこの計画に入っていました。 

今度は、緑の基本計画、これも街路樹の

ことが書いてあります。でも剪定基準はな

い。 

なおかつ、美幌町は森林認証の町という

ことで、当時は緑をもっと大切にしよう、

そして、緑の路線をつくりましょうと過去

の計画にありました。 

今その計画はどうなっているのか。僕が

思うに、１回も何の変更もない。大きな進

捗もないという中で、ただ時間が過ぎてき

たなと。何年も見ているうちに、公園通と

栄通の萌芽がどんどん激しくなってしまっ

ている。根っこから出てくる段階ですか

ら、もう木の形にならないです。 

これを１０年前も、数年前も、去年も、

地域住民から建設部にどうにかならないの

かと苦情が入っているのです。僕はそれを

聞いていますし、僕が言ったこともありま

す。去年は、相当怒ってしまって言い過ぎ

たと言っていた方もいますけれど、やはり

その人も、何年間もたって、この木は木に

ならないから早くどうにかしてと、景観と

してよくないということを言っているので

す。 

切った当時、平成１７年のときの町長も

今後景観を見ながら考えたい。この木が元

に戻るまで待ってくれという言い方をした

のですけれど、僕は戻りませんと言いまし

た。その後どうするかを、きちんと緑化推

進計画の中で何か取扱いをしなければなら

ないという回答をもらったのです。 

僕は平成１７年に一般質問をしています

けれど、その後も質疑の中で１回も栄通と

公園通の樹木の剪定替え、要するに植え替

えの話が出てこない。このままずっと冬に

なったら棒になって、ただ葉っぱが出る。

これは本当にイチョウの木ですか、子供た

ちはそれを見て育つのですよということで

質問をしました。 

再度、町長にお伺いしますけれど、樹木

の植え替え時期、緑の基本計画には年数の

計画がないですけれど、もうこの木を処分

して、新しい樹木を植える時期ではないか

と僕は思うのですけれど、町長の見解を聞

きたいです。 

○議長（大原 昇君） 町長。 
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○町長（平野浩司君） 街路樹をどうして

いくかという部分と、私は今町長の立場で

ありますけれども、現役時代、特に企画を

やらせていただいたとき、美幌は緑豊かと

言われるのですけれども、まちの中に緑が

ないというイメージを当時は持っておりま

した。 

ですから、まちの中の樹木をどうしてい

くかは真剣に考えなければいけないと、町

長になる前後からずっと考えておりまし

た。 

ただ、この時期にどうこうとか、今やり

ますとは言える状況ではないです。 

道路だけでなく公園も含めて、私が持っ

ている公園のイメージとか、それから道路

であれば、道路改良をしたときに木がぽつ

んと植えられているとか、そういうことも

含めて、本来はその辺がどうだったのかを

見せてもらって、考えることがよくありま

す。 

以前、大通に桜を植えたいということに

対して、私は非常に反対をしました。 

それはなぜかと言ったら、桜を植えるこ

とがだめではなくて、桜という木を考えた

ときに、きちんと桜を植えるという覚悟を

持たなければいけない。逆に、その木が大

きくなったら、周りを全部外してでも木を

守るということをやっていかなければいけ

ないです。 

経済部長でＦＳＣをやったときには、木

には本来の形があるので、木を大きくした

くないから上をとめた時期があって、おか

しいというふうに内部ではあまり言うべき

ことではないでしょうけれども、実際に専

門家に来てもらって、本来の木はどう剪定

して、きちんと育てなければいけないとい

う勉強会をみんなでやったりもしておりま

す。 

そういう意味では、質問されたことに対

してそうですねという部分はあるのです

が、今ある木を即撤去して、新たなものを

植えていこうとか、その辺までの考え方、

そもそも街路樹はどういう役割かというこ

とを考えているのです。そういうことをき

ちんとみんなで考えていかないと。 

道の林務かどこかで街路樹が必要なのか

という中で、いろいろな問題は、全て地域

住民が一緒に関わってもらって解決する方

法しかないということが、街路樹を維持す

るということになってきているのです。 

葉っぱが落ちてはいけないというのであ

れば、葉っぱの落ちない木を植えて、本当

にそれが温かみがあるのかという話になれ

ば、別な木を選んだりとか、それから、街

路樹という話であれば、道路の両脇に木が

大きくなっていて、緑のトンネルができる

ようなイメージがあるけれど、うちはそう

いうところは全くできていない。とりあえ

ず木を植えたと。そういうことも含めて、

本来もうちょっといろんなことをみんなで

考えなければいけない時期ではないかと。 

遅いぐらいかもしれませんけれど、そう

していかないと、今指摘される部分はわか

るのですけれども、その後どうするか、抜

きました、その後植えないでと言われたと

きに、街路樹はどういう役割なのかという

ことをみんなできちんと考えなければいけ

ない。 

答えになっていないですけれど、そうい

う思いで、まちの中の緑も含めて、樹木に

ついてはそういう思いでこの頃は考えてお

ります。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） いい回答なの

か、難しい回答なのか、聞くほうが困った

のですけれど、街路樹そのものの考え方

が、美幌町の場合は植えるネットワークを

作ろうという基準はあったけれど、そのと

きにあった街路樹をどうするかというのが

なかったとわかっています。議員になった

ときもそうでしたから。 

それからもう２０年、いまだに解決しな

いです。２０年たって、先ほど言ったとお
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り、萌芽は全然元へ戻らないです。だか

ら、もういいではないですかというのが単

純な僕の考えです。 

これは地域の知っている方々も無理でし

ょうと。これを切った後、何を植えるか、

どうするかはそれこそ切る前提でみんなで

話さないのかというのもあるのです。 

だから、地域の人の声を聞くのもありか

なと。そういう地域との話合い、景観を重

視する人の考え、あとは、維持するときの

剪定基準、育成するときの基準も含めて、

道の林務だとか、そういう方々の声を一堂

にどこかで聞く時期を持たなければ答えが

出ないのかなと思うのです。 

いろんな意味合いで、町民の声、いろん

な人の声を聞くということがこれからのま

ちづくりだと思いますので、１本の木、２

本の木でもきちんと多くの方の意見を集約

して、美幌町としての方向性を出すべき時

期、この二つの路線については時期が来て

いる。 

ほかの町の話ですけれど、照葉樹、短い

木を植えたり、木の枝が大きくならない木

だとかいっぱいありますけれど、本当にど

れがいいかというのはまだ答えが出ていな

いのは私もわかっています。 

ただ、木がなければ寂しいというのはわ

かります。さっき町長が言った、木のトン

ネルというのはせせらぎ公園に行ったら、

東側が木のトンネルになっていて、唯一い

いなと。あと、町内にはほとんどないで

す。ただ、散歩したり、歩いて買い物に行

った人が、やはり木があるところは気持ち

がいいと。 

唯一、木が伸びていて気持ちいいのは、

１０７号、美幌小学校の一つ南側、北３丁

目、２丁目の間のほそかわパンの通りの小

学校側の木はちょうど電線がないのできれ

いに立っています。 

もう一つは、写真で見てもらうとわかる

のですけれど、新町の道道。ここも電線を

配置していませんので、木がきれいに立っ

ているのです。これを見ていると、多くな

くてもある程度の木が必要かなと。 

二つ目の質問で、桜通の桜の話がありま

すけれど、先ほど回答では、桜通について

も専門家と話をすべきだとなっていますけ

れど、６年ぐらい前に、新町１丁目の旧保

健所、今のゆうあいセンター、そこにある

公園の桜を見事に切ってしまったのです。

自治会として要望もしていなかったのです

けれどいきなり木がなくなって驚いた。 

残念ながら、桜の大きな木はなくなっ

て、地域の人たちも誰がどうやって切った

のだろう、何で切ったのだろうと当時は思

っていました。 

そういうふうに地域の人たちが知らない

うちになくなってしまって、この桜は何年

たったらもっと大きくなるのかなと言って

いる最中に、地域の要望も聞かずになくな

って、地域としては驚いたのです。同じ

く、公園通の木を切ったときも同じでし

た。 

ぜひ、今後はそういうことのないよう

に、何かの方策を練ってもらいたい。景観

もしっかり考えてほしいと思っています。 

二つ目の質問の中で、電柱、電線含め

て、多分電話線は５.５か４.９の幅の高さ

で、電気線は１０メートルぐらいでいく

と。不思議と美幌町の街路樹はほとんど電

話線と電線の下に木が立っているのです。

そこに立っていないのは数箇所で、ほとん

ど立っているので、間違いなく５メートル

になれば全部引っかかるのです。 

先ほど言ったけれど、公園通を切ったと

きは、電話線に引っかかるから切りますと

言われて切っているのです。でも、もう電

話線には届きません。大きくならないの

で。 

先ほど質問した桜通は、桜の木が立って

いますが、電話線にかかっているのです。

電話線にかかるから切ったという通りと、

電話線にかかっても切らない。 

先ほど確認したのですけれど、桜の木は
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変に切ると枯れてしまうのです。この桜通

の桜も２本ぐらい、桜は分かれるのだけれ

ど、分け目を切ったら本体も腐ってしまう

ので、桜の剪定は相当厳しいのです。 

今回、同時に桜の木が桜通の電話線にか

ぶっている。これを今後どうするのかとい

うところで、剪定をどうするかではなく

て、ここの木だけ残して切ってしまったと

ころもある。そうであれば、この通りでは

ないところにもかかっている木があるけれ

ど、それもどう残すのか。専門家だけで判

断できるのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） なかなか納得いた

だける回答ができない状況であります。 

今までの経過も含めて、どうするのだと

言われれば、解決はしなければいけない。

判断はしなければいけない。そういった中

で、桜通と言いながら、桜の木が腐ってき

たときに、桜通を考えるならば、新たな木

を植える準備をするとか、維持管理も含め

て、きちんと考えていかなければならない

のかなと。 

当時は、市街地においては、電柱とか、

電話線があることを頭に入れていたのか、

入れていなかったとしても取りあえず植え

たと。ある意味では、道路を造る側と横に

ある工作物、電柱とかを一致して考えてい

たかどうかというのは、私はいかがなもの

かというのは感じておりました。 

だから、電線路と言われる電気の線と

か、通信線を道路の一方側にして、もう一

方側に木を植えるとか、そういうことをき

ちんと考えて、木を将来どうしていくかと

いうこともある程度考えなければいけない

のではないかと。 

先ほど松浦議員から言われたことについ

て、解決策は見当たらないという話をしま

したけれども、御指摘があった、地域だけ

ではなく、そこに関わる皆さんと今まで積

み残してきたことを、時間はかかるのです

けれども、町として、美幌町のまちの中の

街路樹とか、街路樹だけではなくてどうい

うふうにまちをつくっていくかということ

を考えなければいけないと私は思ってい

て、そういう準備をしているのですけれど

も、そうでもしなければ、もうだめかなと

は思っております。 

ただ、今はこういうふうにという話をで

きるものは持っていませんけれど、桜の木

については、今後剪定するに当たっては専

門家にということになっているけれども、

そのことも含めて、桜の木だけではないで

すけれど、せっかく大きくなった木は木と

しての役割、それから、木の形を維持して

伸ばしてあげたいという思いは強く持って

いる状況であります。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 過去の話で申し

訳ないですけれど、美幌町の駅を中心に電

線埋設化の話があったときに、大通まで行

けないかと。電線埋設の中で木をどうにか

できないかという話もあったのです。 

当時は、美幌町はバリアフリー計画がな

いので無理ですよと。 

国交省の調査で、駅の乗客が少ないの

で、通りを歩く人の人数が少ないから電線

埋設に該当にならないということもあった

はずです。町長も知っていると思うので

す。 

その後、本当に残念ながら、緑の話をど

うするかというのが止まっていたものです

から、１０年たちましたけれど、ぜひ、ど

こかで見直しをかけてほしい。 

この緑の基本計画ですけれど、剪定基

準、今後の剪定をどうするかも含めて、再

度追加するなり、方向性を出して、緑豊か

な美幌町をつくってもらいたい。 

町長一つ返事だけお願いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 内容はしっかり見

せていただいて、不足するものは加筆する

なり、加筆する前には、先ほども言いまし
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たけれど、関係する皆さんときちんと時間

がかかったとしても、協議をした中で加筆

するなりの方策はきちんと取っていきたい

と思っております。 

○議長（大原 昇君） これで、１２番松

浦和浩さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は、１４時５５分といたします。 

午後 ２時４６分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ２時５５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

１番戸澤義典さん。 

なお、戸澤議員においては、説明用のパ

ネルの持込みを許可しておりますので、御

了承のほどお願いいたします。 

１番戸澤義典さん。 

○１番（戸澤義典君）〔登壇〕 それで

は、事前に通告しております大きく２項

目、防災・減災については２点、それか

ら、記念碑等遺構の現状と取扱いについて

質問させていただきます。 

まず、防災・減災について。 

１点目、災害情報共有の現状と今後の課

題について質問いたします。 

日本の経済再生と持続的経済成長を実現

するためには、科学技術イノベーション、

いわゆる、新たな考え方や技術を取り入れ

て、新たな価値を生み出すことをイノベー

ションと言いますけれども、それらが不可

欠であるとの認識の下、２０１４年に国家

プロジェクト、戦略的イノベーション創造

プログラム、いわゆるＳＩＰというものが

創設されました。 

ＳＩＰにおける防災・減災分野の課題と

して、第１期２０１４年から２０１８年で

は、レジリエント、いわゆる、弾力性とか

柔軟性がある防災・減災機能の強化が、そ

れから、第２期２０１８年からは、国家レ

ジリエンス（防災・減災）の強化が選定さ

れました。 

発生の切迫性が高まっている南海トラフ

地震等の大規模地震災害や火山災害、気候

変動によって激甚化する線状降水帯、スー

パー台風等による風水害に対して、衛星、

ＩｏＴ、ビッグデータ等の最新の科学技術

を最大限に活用し、国民一人一人の確実な

避難と広域経済活動の早期復旧を実現する

ために、国や市町村の意思決定を支援する

情報システムを研究開発し、実用化するこ

とが課題目標です。 

最終的には、政府の災害対応における避

難・緊急活動支援統合システムと市町村の

災害対応における市町村災害対応統合シス

テムの二つの統合システムを開発する二つ

の研究開発項目が柱となっております。 

北海道においても、ＳＩＰ４Ｄ、英語で

言うとＳｈａｒｅｄ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉ

ｏｎ Ｐｌａｔｆｏｒｍ ｆｏｒ Ｄｉｓ

ａｓｔｅｒ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ、日本

語で言いますと、国立研究開発法人防災科

学技術研究所（防災科研）、それから、株

式会社日立製作所が２０１４年より共同で

研究開発してきた基盤的防災情報流通ネッ

トワークのことを言いますけれども、それ

らが防災関係機関との情報共有可能な新北

海道防災情報システムが今年７月から運用

開始されています。 

以上のことを踏まえまして、お聞きいた

します。 

美幌町の災害情報の共有システムはどの

ようになっているのか、その現状と今後の

課題についてお聞かせください。 

２点目です。 

防災協定の現状と協定の考え方について

であります。 

美幌町強靱化計画において、物資供給、

医療、救助、救援等災害時の迅速かつ円滑

な応急対策を講ずるため、災害時応援協定

や燃料供給協定、応急対策業務に係る協定

締結等の目標を掲げています。 

本年度に入ってからも、株式会社サッポ
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ロドラッグストアーと災害時における応急

生活物資の供給に関する協定が締結されま

した。 

美幌町の防災協定の現状と協定に係る今

後の考え方についてお聞かせください。 

大きく２点目です。 

記念碑等遺構の現状と管理についてであ

ります。 

町内に存在する記念碑等遺構の現状と管

理についてお聞きいたします。 

美幌町内には、柏ケ丘運動公園内にリン

ナイチャシの遺構や開基９０周年の記念碑

など各所に記念碑等遺構が存在しておりま

す。 

平成３０年には、柏ケ丘公園内にあった

上美幌土功組合更正記念碑や民有林人工造

林１万ヘクタール達成記念碑を老朽化の理

由から撤去いたしました。 

それら記念碑等遺構の現状と撤去を含め

た管理の考え方についてお聞かせくださ

い。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 戸澤議員

の御質問に答弁いたします。 

防災・減災について。 

１点目の災害情報共有の現状と今後の課

題についてでありますが、町としまして

は、独自の情報共有システムは保有してお

りませんが、国または北海道と連携する情

報共有システムを活用し、災害時の情報共

有に努めております。 

具体的には、国と連携する全国瞬時警報

システム、Ｊアラートがあり、国が覚知し

た地震情報・気象情報・国民保護情報が瞬

時に緊急速報メール、あんしんねっとびほ

ろとして配信されます。 

次に、北海道と連携する北海道防災情報

システムにつきましては、本年７月のシス

テム更新により、従来の被害状況報告に加

え、避難所開設状況の地図表示や多言語に

よる情報配信、府省庁連携防災情報共有シ

ステム、ＳＩＰ４Ｄからの自動配信など、

新たな機能が追加されたところでありま

す。 

なお、北海道防災情報システムと国の府

省庁連携防災情報共有システム、ＳＩＰ４

Ｄが連携したことで、避難所開設閉鎖情

報、各市町村の被害集計値、物資拠点施設

情報など共有できることから、国の応急支

援の迅速化が図られることになったところ

であります。 

今後、具体的な運用を進めていく中で、

災害対応の現場の実態に即した利活用が図

られるよう、国及び北海道に働きかけてい

くとともに、関係機関と平時より防災情報

の共有並びに災害時における情報伝達な

ど、意思疎通を図り、顔の見える関係を築

きながら、いつ起こるかわからない災害に

備えてまいりたいと考えております。 

次に、２点目の防災協定の現状と協定の

考え方についてでありますが、町は、美幌

町地域防災計画に基づき、災害時の応急対

策として、燃料・ライフラインの確保、福

祉避難所の設置、輸送・情報の連携、資機

材・食料品の調達、医療品・生活物資の調

達など、部門ごとに、行政機関または民間

団体と防災協定を結んでおります。 

現在の協定数ですが、８月末の段階で２

３団体と締結しており、内訳につきまして

は、燃料の調達２団体、福祉施設２団体、

ライフライン確保４団体、輸送・情報連携

４団体、資機材・食料品の調達９団体、医

薬品・生活物資の調達２団体となっており

ます。 

今後の協定の考え方についてであります

が、大規模な災害が発生した場合は、避難

生活が長期化するなど、生活物資等の不足

が予想されますので、町といたしまして

は、新たな協定先の確保に努めるととも

に、これまでに結んできた協定先との協力

関係の強化と実効性の確保に取り組んでま

いりたいと考えております。 

次に、記念碑等遺構の現状と管理につい
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てですが、現在、美幌町内にある記念碑等

については、年１回、所管課による現況確

認を行っております。その際、破損状況な

ども確認し、必要に応じて撤去や修繕の実

施などについて個別に検討しているところ

であります。 

倒壊などの危険性が高く、やむを得ず撤

去が必要となる場合については、関係団体

などとの協議を行い、同意をいただく中で

撤去を行っております。 

なお、記念碑建立の事実については、そ

の意義や意思などを尊重し、町史や叢書に

よって美幌町の史実として残すなど、後世

につないでいくこととしておりますので、

よろしくお願いいたします。 

以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） それでは、災害情

報共有の現状と今後の課題についてから再

質問させていただきます。 

まず初めに、災害が起こったときに、現

場の被害状況等については近くの方から、

あるいは職員等が現地に赴いて情報収集、

被害状況等を収集すると思うのですけれど

も、それらの情報はどのように対策本部に

伝わり、どのようにされているのか。 

例えば、現場を確認して、無線で連絡し

て、それを本部の要員が受け取って地図と

かにプロットしているのか、あるいはモニ

ター等を使っているのか、その辺の現状に

ついて若干教えていただきたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 危機対策課長。 

○危機対策課長（弓山 俊君） 議員の質

問にお答えしたいと思います。 

災害が起こった段階で、まず総務部で主

管課長が集まって協議した中で、実際に災

害が河川で起きていれば建設部の維持管理

グループで現場を確認した上で、情報をこ

ちらに共有する形としております。 

情報を基に対策本部を設置するかどうか

を確認した中で、対策本部が設置されまし

たら、各班ごとに分かれて情報班をつくり

まして、情報班が現地に赴いて、状況を確

認して、逐次、無線により本部に報告する

形で考えております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 無線で上がってき

た情報は、災害対策本部で文字で情報を共

有しているのか、地図に災害の状況をイン

プットして共有しているのか、あるいは、

デジタル画面を使って共有しているのか、

その辺の共有状況はどのようになっている

のでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 危機対策課長。 

○危機対策課長（弓山 俊君） 議員の質

問にお答えしたいと思います。 

役場の新庁舎の２階の第２会議室が対策

本部会議室になりますので、そちらにデジ

タルサイネージとホワイトボード、電子ボ

ード等を備えておりますので、そちらにノ

ートパソコンをつないで、災害の発生の経

過などを時系列にまとめるような形で考え

ておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） それでは、災害情

報は文字でしか見ていないという認識でよ

ろしいですか。 

例えば、画面に地図が載っていて、地図

で日の出地区のこの場所がこんな感じで洪

水していると、目に見える情報ではない

と、文字だけの情報ということでよろしい

でしょうか。 

○議長（大原 昇君） 危機対策課長。 

○危機対策課長（弓山 俊君） パソコン

に全町地図を出した中で、例えば樋門箇所

であるとか、そういった地図情報自体を出

しながら、対策を練っていくような形で考

えております。 
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よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 画像を見ながら、

時系列も見ながら判断しているというイメ

ージなのかと思います。 

質問を変えさせていただきます。 

美幌町地域防災計画があると思うのです

けれども、それによりますと、事前避難勧

告と緊急避難指示の責任というのは町長に

あると思います。例えば、大雨警報が発令

されたとき、避難の準備をし、または事前

に避難を要すると判断されたときは事前避

難勧告をしなければならないと記載されて

います。避難を要すると判断する過程での

決心は非常に難しいのではないかと思われ

ます。 

当然、先ほどありました災害対策本部で

の画像情報とか、文字情報とか、あるいは

災害対策本部の中での協議等を踏まえて町

長が判断されていると思いますが、その決

心するに当たって重視していることがあれ

ば、お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 決心する場合に

は、ケースによって、そこにある情報によ

って違う部分もあるのですけれども、大雨

災害の中でいけば、河川の決壊とか、そう

いう判断をする部分については、当然、本

部で今の状況を画像等で確認できること、

それから、今までのデータから雨量とか、

川であれば上流地区の水位の伸びとか、そ

ういうものを担当で用意していただいて、

それを対策本部会議のメンバーで確認し

て、こういう考えでいきたいということを

皆さんに共有を図った中で、最終的にこう

するという判断をして、そのまま皆さんに

指示を出しているという状況であります。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 指示とか、勧告を

出すときの町長の判断は、非常に難しいも

のがあると思います。 

先ほど言いましたが、国は、ＳＩＰ、戦

略的イノベーション創造プログラムという

方針の下、市町村災害対応統合システムの

開発・導入を後押ししています。 

例えば、ＩＤＲ４Ｍというシステムがあ

ります。このＩＤＲ４Ｍというのは何なの

かということで、若干説明させていただき

たいのですが、英語が得意ではないのです

けれども、Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ－ｓｙｓ

ｔｅｍ ｏｆ Ｄｉｓａｓｔｅｒ Ｒｅｄ

ｕｃｔｉｏｎ ４ Ｍｕｎｉｃｉｐａｌｉ

ｔｉｅｓとよくわからないのですけれど

も、日本語に訳すと、ＡＩ技術を活用し、

災害時の市町村の適切なタイミング、範囲

で避難指示などの発令判断を支援してくれ

るシステムだそうです。 

このシステムは、ハザード評価、いわゆ

る災害による危険度評価や、脆弱性評価、

いわゆる人・物への危険度評価をＡＩが行

い、総合リスクを評価し、避難判断を行っ

てくれるシステムです。 

総合的な災害リスクを２５０メートルの

メッシュごとに計算をして、高解像度の空

間情報を提供してくれる。また、地区ごと

の避難判断発令を支援する情報を１０分ご

とに６時間先まで提供してくれます。 

ＡＩが過去の情報とか、現状の情報を入

れたことによって、それを判断してそろそ

ろ危ないですよ、１０分後には避難指示を

出したほうがいいですよというイメージだ

と思うのですけれども、そういうものを提

供しているシステムがＩＤＲ４Ｍです。 

国は、このようなシステムを２０２８年

度までに全国１,７００の市町村へ実装を目

指しているということです。 

令和２年度にはこのプロトタイプの実証

実験のために、千葉県香取市など、４個の

自治体がモデル自治体として公募し、選定

されました。 

本年度に入り、実証実験がまだ終わって

いないのか、実用化されたのかというのは
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わかりませんけれども、間違いなくこの地

域にはまだ入っていないと思います。 

ぜひ、オホーツク地域の先駆けとして、

美幌町が導入に向けて動き出すことによっ

て、町長の状況判断も楽になりますし、皆

さんとの情報共有も楽になりますので、導

入について進めるべきだと思いますが、町

長いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、説明を受けた

内容について、私の勉強不足ではあったの

ですけれども、自衛隊の旅団長にこういう

システムを国がやっていて、例えば河川で

あれば、河川の細部までどういう状況と瞬

時にわかるような、要は、状況を判断する

ためのものを表してくれる。 

今議員がおっしゃったように、判断を数

値を見るというよりも目で確認できるとい

うことであります。 

御質問のシステムを、国は２０２８年に

全国の市町村に実装したいという中におい

て、町として早い時期に導入したいという

意向が示された場合については積極的に、

地元の自衛隊関係の方々もフォローという

か、実際に私も今回のシステムのことをそ

ういうところから情報をもらって、やって

いるということでありますので、自衛隊の

ある町としても、タイミングもありますけ

れども、導入することには前向きに考えた

いと思っております。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） このＩＤＲ４Ｍ

は、ウェブのクラウド上で利用できるとい

うことで、インターネットに接続可能なパ

ソコンやタブレット端末があれば、ＩＤと

パスワードを入力して、インターネット環

境があればいつでもどこでも情報を入手す

ることができる。 

例えば、今は災害派遣があれば、自衛隊

から連絡幹部が町の対策本部に来ていると

思うのですけれども、実はその間、自衛隊

も同じように駐屯地内に対策本部を設置し

まして、美幌町と同じように災害情報を展

開しているのですが、今のままだとＬＯが

役場の災害情報を見て、どこの地域でどん

な状況であると聞いたことを、部隊の地図

上にインプットしているという状況で、伝

聞ですから１００％正確な情報が伝わって

いない状況が発生しているのではないかと

思うのです。 

しかしながら、このシステムを導入すれ

ば、全く同じタイミングで、１００％同じ

情報がここでも、部隊でも、あるいは現地

に持って行ったタブレットでも共有するこ

とができるという優れものだと思うので

す。情報があるのになかなか生かせないと

いう現状を打破することにもつながってい

くと思います。 

また、災害対応の理想の姿というのは、

同時並行で異なる行動をする個人とか、組

織同士が同じ情報を共有して、認識を統一

して、全体として的確な災害対応を実行す

ることだと思うのですけれども、そういう

ことも当然可能になると思います。 

町長だけではなくて、災害対応に当たる

全ての人にとって、メリットになるシステ

ムだなと。 

ただ、どのぐらいの予算がかかるのか

は、まだ研究段階でわかりませんけれど

も、国が２０２８年度までに進めるという

ことは、何らかの補助金がつくと思われま

すので、先ほど町長から導入を前向きに検

討したいという御回答をいただきましたの

で、ぜひ、アンテナを張って、いつ国から

補助金がもらえるかということを含めて進

めてもらいたいと思います。 

今の話を聞いて、何かあればお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 最初にこのシステ

ムを教えていただいて、私も資料をいただ

いたり、調べた中でいけば、例えば、危険

区域の表示がきちんと色分けで出る、この
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地域は浸水が危ないとか、それが目で見ら

れる部分においては優れものだなと。 

残念ながら、担当に確認してもらった

ら、今システム上、北海道で起動している

ものは数少なくて、美幌の分はどうなのか

というと、利用にはまだ難しい部分がある

ということなので、担当には、将来どうな

っていくかということを、私も含めてみん

なで学んでいこうという話をしていますの

で、しっかり研究をしていきたいと思いま

す。 

あとは、日常的に災害時の対応をみんな

で共有する。このシステムは、これはこれ

でいいですけれど、現地もきちんと確認す

るという動作確認もしっかりやっていかな

ければいけないことかなと。 

便利になればなるほどその信頼性と現場

を見る形、自分でよくスタッフに言うので

すけれども、この場所であれば、ここの縁

石のどこまで来て、この雨量でいくとどう

いう上がり方をするかとか、だからこうい

うところをしっかり見るとか、全体をどう

するということ、それも大事なことだと思

って、今まで私が経験したこともみんなで

共有しながら学んでいる状況ではありま

す。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 次に、防災協定の

現状と考え方について再質問させていただ

きたいと思います。 

２３団体と協定を結んでいるということ

で、協定の内容を確認させていただきまし

た。 

燃料やＬＰガス、建設資機材を活用した

災害応急対応から、食料品、飲料品、それ

から医薬品等の応急生活物資など、多岐に

わたり協定を締結されているのを確認しま

した。 

御答弁では、避難生活が長期化した際、

生活物資の不足が予想されるため、新たな

協定先の確保が必要だという御認識でした

が、避難所生活を送るための最低限の物資

の確保の協定は締結したという認識でよろ

しいでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 危機対策課長。 

○危機対策課長（弓山 俊君） 先ほど答

弁の中にもありましたとおり、長期化した

場合の避難生活の物資等が充足するかどう

かわからない部分がありますので、今後も

引き続き、災害に必要な物資について確保

に努めていきたいと考えております。 

なるべく町内で展開する販売企業等に御

協力のお願いを継続していきたいと考えて

おりますので、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 品物の量的な課題

はあるので、引き続き締結したいというこ

とは理解いたしました。 

そうではなくて種類です。 

避難所生活を送る上で、品物としての協

定、これについてはもう十分達成したとい

う認識かということでお聞きしました。 

○議長（大原 昇君） 危機対策課長。 

○危機対策課長（弓山 俊君） 食料品と

かは、備蓄の量が一定量ありませんので、

長期化したときに食料品の確保は必要にな

りますので、需要量がどれだけ必要かとい

うことは、実際に食料品を提供いただける

企業では足りないとこちらでは考えており

ますので、そういった部分の協定先をこれ

から見つけて、増やしていきたいと考えて

おります。 

種類は、医薬品が１社としか締結してお

りませんので、医薬品の部分はまだ足りて

いないと思われますので、その部分は充足

はしていないと認識をしております。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 初期の避難生活を

送る上での協定としては、どのような医薬

品の内容で締結したかわからないですけれ

ども、医薬品の中で一部まだ種類が足りな
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いものがあるから締結が必要だということ

で理解をいたしました。 

美幌町強靱化計画があると思うのですけ

れども、その中の２７ページ、それから４

４ページ、自治体間の連携で、同時被災リ

スクの少ない地域の自治体との相互応援の

ほか、自治体間支援などの協定の締結によ

り、災害時の連携体制の強化を図るとあり

ます。 

要するに、マンパワーの話だと思うので

すけれども、この具体的な締結状況があれ

ば教えていただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） 御答弁申し上

げます。 

具体的に相互応援協定を締結していると

いう状況ではございません。 

今御指摘の、例えば大規模な災害、広域

災害が起きたときにはなかなか難しいでし

ょうけれど、一昨年に北見地域定住自立圏

の協定を結んでおりますけれども、そうい

った協定の項目の中にも防災協定を含んで

おります。 

１市４町の中で相互に防災対応、不足す

る資機材を手だてするですとか、マンパワ

ーの相互応援を行うとか、そういったこと

を想定しておりますので、定住自立圏をは

じめ、今後もほかの部分についてもしっか

り取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 以前、道新の美幌

支局長だったと思うのですけれども、コラ

ムの中で美幌町についてはニュージーラン

ドのケンブリッジと姉妹提携していますと

いう話があって、なぜ国内で姉妹都市を締

結していないのかという記事を見たのです

けれど、それを見て、確かにそのとおりだ

なと。 

例えば、山元町と姉妹都市提携をすれ

ば、人事交流とか、地元の特産品も含め

て、こういう災害協定も結んでおけば、北

海道地区で大きな地震があって、オホーツ

ク圏だけでは無理だというときには、そう

いうところからも支援に来ていただけるこ

とにもつながると思うのです。 

だから、国内の九州地区に１か所、ある

いは本州の真ん中辺りに１か所という形

で、美幌町にメリットとなるところと姉妹

都市提携を結んでもいいのかなと思ったの

ですけれども、町長はその辺についての考

え方はどうでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今までの姉妹提携

の考え方とは違ってきているとは思ってお

ります。 

災害等が発生した際に、その近隣だけの

連携ではなくて、少し離れたところという

部分においては、今議員がおっしゃったこ

とは、私も町長になってからよく言われま

す。どこか離れているところと姉妹提携を

したらいかがですかということを言われて

おります。 

今、高校であれば、高知と親しくさせて

いただいたり、社会教育であれば昔から日

野市とか、災害の支援であれば宮城県山元

町とか、そういう何か関わるところと姉妹

提携を検討したらということは言われてお

りまして、具体的に検討しなさいという指

示は出していないですけれども、私の中で

の課題であることは、今言われたことは私

自身は受け止めている状況であります。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 提携を結んだ両方

にとって、デメリットは余りないと思うの

です。 

メリットがあると思うので、災害だけで

はなくて、人事交流を含めてどうですかと

いう話をどんどん進めていただければと思

います。 

この質問を終わりまして、町内に存在す

る記念碑等の遺構の現状と管理ということ
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で、この質問をするに至った経緯ですけれ

ど、これを見ていただきたいのですが、こ

れはどこにある何かわかりますか。 

なかなかわかりづらいと思うのですけれ

ど、これを見た時に何でこんなものがある

のか。これは何だろうと思って調べたら、

これは陸上競技場で、こちら側は野球場

で、ここの小さなところに石があって、こ

の裏に何年何月何日に提供しましたという

ことで、これは開基１００年のときに、日

専連美幌が寄贈してくれたものだというこ

とで、そのときにわかったのです。 

それで、今回この質問をしようと思っ

て、回答を伺うと今現在これは美幌町では

管理していないです。一覧表の中に入って

いない。 

美幌町では管理していないということ

で、陸上競技場と野球場は、結構美幌町以

外の方も来て使うと思うのです。そのとき

に、あれは何だろうと多分不思議がってい

ると思うのです。 

昔はここに時計がついていて、落雷か何

かで壊れて、時計だけ外したということを

お聞きいたしました。なぜ、そのときに一

緒に撤去しなかったのかなと。 

これは遺構の中に入っていませんから、

答弁は要りませんけれど、例えば、北海道

でも３０度超えの暑い日がありますので、

ここはちょうど野球場からも見えるので、

ここに両面見られる温度計があれば、野球

をやっている人からも見えるし、陸上をや

っている人からも見えて、ここに温度計が

あればいいと思ったのです。 

それで、今回この質問をいたしました。 

それと代わってもう１枚、先ほど全体の

危険度の把握をしているということを伺っ

たのですが、これは美幌町の管理している

記念碑に入っています。これはどこにある

かわかりますか。 

これも柏ケ丘公園のタイムカプセルのそ

ばにある温故知新で、これは１９７７年９

月に設置されています。 

見てもらったらわかるように、コケがす

ごいです。コケがたくさん見えていると思

うのですけれど、危険管理だけではなく

て、毎年やる必要はないと思うのですが、

余りにひどいと思ったらコケを取るぐらい

してもいいのかなと。 

危険管理だけではなく、見た目の管理も

してもらいたいと思ったのですけれど、そ

の辺についてはどうでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） ただいまの開基

９０年の温故知新の碑でございますが、教

育委員会で所管しております陸上競技場に

隣接しているということで、私ども教育委

員会で日常の草刈り等を行っております。 

その中で、議員がおっしゃるようにコケ

がついていたり、危険な状況であれば適宜

対応していきたいと思っております。 

また、一つ目の開基１００年に御寄贈い

ただきました時計の関係でございますけれ

ども、これにつきましては、町としてどの

ような形で利用していけるかにつきまして

内部で検討した上で、時計を御寄贈いただ

いた方ともどういうふうにしていくかの方

向について相談できればと思っております

ので、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） たまたま温故知新

を教育委員会が管理しているので教育長が

答弁していただいたと思うのですが、それ

以外にも町が管理している石碑があると思

うのです。 

それ以外にもコケがついている、あるい

は掃除しなくてはならないというのはある

と思いますので、ぜひ、危険点検だけでは

なくて、見た目の点検もするという形でお

願いしたいと思います。 

それから、石碑は古くなれば古くなるほ

ど、何が書いてあるかわからないという石

碑が多々あると思うのです。 

美幌の叢書第１号美幌の石碑集というの
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がありまして、これは詳しくこういう文字

が書いてあって、こういう意味だと分かる

ように、さすが第１号に発行した叢書だな

と、ためになるなと思ったのですが、これ

は昭和５４年１０月発行です。それ以降、

学校の開校記念とか、今は農村地区の学校

が全部閉校になりまして、それに伴った記

念碑とか、それ以降も結構石碑が立ってい

るのです。 

それから、美幌町は遺跡が多いではない

ですか。先ほどのリンナイチャシを含めた

遺跡があるのですけれど、こういう石碑だ

けではなく、遺構集のように、たしか平成

１５年に第１７号の美幌農林学校という叢

書が出た以降は叢書が出ていないのです。 

当然、この中に載っていない石碑もあり

ますし、新たにできた石碑、遺構について

は全く載っていませんので、美幌の遺構集

のような感じで発刊してもいいのかな、後

世に残るのかなと思うのですが、町長いか

がでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 叢書については、

昔発刊してきた経過を私も知っております

けれども、叢書として冊子をつくるとき

に、題材がなくなってきたのでやめたとい

うことであったと思います。 

今いろいろ言われた中で、私も同じで、

石碑集があったり、あと教育委員会が、先

ほどのリンナイチャシとか、それから、美

幌村外５か村戸長役場跡とか石柱も含めて

建っているのは、教育委員会としてきちん

と全部把握していて、その点検もしている

ところでありますので、どこかで機会があ

る中で、今お話しいただいたことについて

は内部全体で検討はしていきたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） これで、１番戸澤

義典さんの一般質問を終わります。 

以上で、本日の一般質問を終わります。 

──────────────────── 

◎散会宣告 

○議長（大原 昇君） 以上で、本日の日

程は全部終了しました。 

本日はこれで散会します。 

御苦労さまでした。 

 

午後 ３時４１分 散会   
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